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札
幌
縣
下
札
幌
市
街
地
水
害
防
禦
計
劃(

現
代
語
訳)

 

  

札
幌
県
下
札
幌
市
街
地
水
害
防
御
の
た
め
、
左
の
工
事
を
計
画
し
、
予
算
を
付
し
て
謹
ん
で
高
覧
に
供
す
る
。 

 

明
治
十
六
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
務
省
御
用
掛 

古
市
公
威 

 

内
務
卿 

山
田
顕
義 

殿 

 

豊
平
川
の
概
況 

豊
平
川
は
、
石
狩
川
の
支
川
で
あ
る
。
札
幌
岳
に
発
し
て
北
に
流
れ
、
お
お
よ
そ
二
十
里(

七
八
．
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

で
対
雁
村

に
至
り
、
石
狩
川
に
合
流
す
る
。
こ
の
間
地
勢
は
一
様
で
は
な
く
、
大
き
く
分
け
て
三
区
に
な
る
。
第
一
区
は
水
源
か
ら
山
鼻
村
ま

で
お
お
よ
そ
十
三
里(

五
一
．
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)
余
の
区
間
で
あ
る
。
両
岸
が
高
々
と
そ
び
え
、
純
然
と
し
た
一
条
の
渓
川
で
あ
り
、

出
水
を
待
っ
て
筏
を
流
す
こ
と
に
適
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
山
鼻
村
に
至
っ
て
札
幌
野
に
出
て
な
お
急
流
が
小
石
を
転
が
し
、
水

は
浅
く
て
舟
を
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
東
岸
は
砂
礫
が
混
ざ
っ
た
粘
土
質
の
断
崖
が
多
く
、
西
岸
も
ま
た
大
変
に
低
い
と
い
う
訳

で
な
い
が
、
所
々
に
水
路
の
痕
が
あ
り
、
や
や
も
す
れ
ば
洪
水
浸
入
の
恐
れ
が
あ
る
。
察
す
る
に
今
日
の
札
幌
野
は
、
昔
は
低
湿
の

土
地
で
あ
り
、
豊
平
川
が
こ
こ
に
至
っ
て
八
方
に
氾
濫
し
、
洪
水
毎
に
流
心
を
変
え
、
河
川
敷
は
石
礫
を
露
出
し
、
浸
水
地
は
粘
土

及
び
砂
を
沈
殿
し
て
次
第
に
原
野
を
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
山
鼻
村
か
ら
雁
来
村
ま
で
の
二
里(

七
．
八
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

余
の

間
、
地
勢
は
概
ね
前
述
の
通
り
で
あ
り
、
こ
れ
を
第
二
区
と
す
る
。
す
な
わ
ち
最
も
工
事
を
要
す
る
部
分
で
あ
る
。
雁
来
村
か
ら
対

雁
村
ま
で
四
里(

一
五
．
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

余
の
間
は
、
石
狩
本
川
の
よ
う
に
水
は
深
く
流
れ
は
緩
や
か
で
舟
運
に
適
し
て
い
る
。
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川
底
は
泥
砂
で
、
両
岸
に
は
低
湿
地
が
多
く
洪
水
の
た
び
に
浸
水
地
と
な
る
。
こ
れ
を
第
三
区
と
す
る
。 

川
の
流
れ
の
性
質
に
関
し
て
は
、
第
一
区
と
第
二
区
の
判
別
は
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
第
二
区
と
第
三
区
が

大
い
に
異
な
る
の
は
た
い
そ
う
め
ず
ら
し
い
。
お
そ
ら
く
雁
来
村
鉄
橋
の
近
辺
に
お
い
て
両
岸
が
高
く
、
川
幅
が
一
時
的
に
減
ず
る

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

豊
平
川
筋
に
お
い
て
札
幌
市
街
地
に
最
も
関
係
が
あ
り
、
今
後
工
事
を
施
す
べ
き
部
分
は
第
二
区
の
内
、
山
鼻
村
か
ら
豊
平
橋
ま

で
の
間
で
あ
る
。
こ
の
距
離
は
五
十
四
町(

五
．
八
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

で
あ
り
、
水
位
の
落
差
は
百
二
十
五
尺
二
寸(

三
七
．
九
四
メ

ー
ト
ル
）
、
つ
ま
り
平
均
勾
配
千
分
の
六
．
四
三(

一
五
六
分
の
一)

に
当
り
、
水
勢
が
急
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

山
鼻
村
渡
場
近
傍
の
勾
配
は
千
分
の
八
．
八
九(

一
一
二
分
の
一)

で
あ
る
が
、
豊
平
橋
の
辺
り
で
は
千
分
の
四
．
八
九(

二
〇
四
分
の

一)

に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
豊
平
橋
か
ら
雁
来
村
鉄
橋
の
間
二
十
四
町(

二
．
六
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

の
平
均
勾
配
は
殆
ん
ど
千
分
の
三(

三

三
三
分
の
一)

で
あ
り
、
次
第
に
勾
配
が
減
っ
て
い
く
の
が
見
ら
れ
る
。 

流
量
は
観
測
数
が
少
な
く
確
た
る
も
の
で
は
な
い
が
、
山
鼻
に
お
い
て
は
低
水
時
に
毎
秒
五
百
立
方
尺(

毎
秒
一
三
．
九
一
立
方
メ

ー
ト
ル)

内
外
の
流
量
で
あ
る
。
去
年
十
月
三
日
の
秋
季
の
出
水
時
に
は
毎
秒
四
千
七
百
立
方
尺(

毎
秒
一
三
〇
．
七
五
立
方
メ
ー
ト

ル)

を
流
送
し
た
。
豊
平
橋
下
に
お
い
て
は
低
水
時
に
毎
秒
八
百
九
十
立
方
尺(

毎
秒
二
四
．
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル)

、
十
月
三
日
の
出

水
時
に
毎
秒
五
千
四
十
立
方
尺(

毎
秒
一
四
〇
．
二
一
立
方
メ
ー
ト
ル
）
を
得
た
。
こ
の
低
水
量
は
多
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
り
、
更
に
観

測
を
要
す
る
が
、
と
り
あ
え
ず
今
仮
に
こ
れ
を
確
実
な
も
の
と
し
、
ま
た
、
量
水
標
の
零
以
下
六
尺(

一
．
八
二
メ
ー
ト
ル)

が
流
量

の
零
と
し
て
流
量
線
を
放
物
線y

=a
x
2+b

x
+c

と
す
る
と
、
豊
平
橋
下
に
お
い
て
の
流
量
式
はy

=
0
.
0
2
2x

2+
1
.
9
3x

+
2
3
.
8

と
な
る
。

た
だ
し
、
寸(

三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

を
以
て
高
低
の
一
位
と
し
、
百
立
方
尺(

毎
秒
二
．
七
八
立
方
メ
ー
ト
ル
）
を
以
て
流
量
の
一
位

と
す
る
。 

去
年
四
月
と
五
月
の
二
度
の
洪
水
は
、
地
元
の
人
が
言
う
と
こ
ろ
で
は
近
年
に
稀
な
大
出
水
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、

四
月
二
十
九
日
の
最
高
水
位
は
零
以
上
六
尺
一
寸(

一
．
八
五
メ
ー
ト
ル)

で
あ
る
。
右
の
式
を
用
い
て
そ
の
流
量
を
計
算
す
る
と
毎

秒
二
万
千
四
百
九
十
立
方
尺(

毎
秒
五
九
七
．
八
五
立
方
メ
ー
ト
ル)

と
な
る
。
た
だ
し
、
札
幌
縣
地
理
課
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
洪
水
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附図 水位図（豊平橋地点、朱書加筆） 

明治１５年５月 

明治１５年４月 

明治１４年５月 

明治１２年９月 

明治１５年８月 

明治１３年８月 

最高水位：６尺１寸 最高水位：６尺３寸 

が
市
街
地
に
侵
入
し
た
た
め
豊
平
橋
下
を
流
過
す
る
流
量
の
お
お
よ
そ
五
分
の
一
が
減
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
全
量
を
毎
秒
二

万
六
千
八
百
六
十
立
方
尺(

毎
秒
七
四
七
．
二
五
立
方
メ
ー
ト
ル)

と
算
定

し
た
。
ま
た
、
五
月
五
日
の
最
高
水
位
は
六
尺
三
寸(

一
．
九
一
メ
ー
ト
ル)

で
あ
り
、
そ
の
流
量
は
毎
秒
二
万
二
千
三
百
立
方
尺(

毎
秒
六
二
〇
．
三
九

立
方
メ
ー
ト
ル)

余
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
洪
水
流
量
は
お
お
よ
そ
毎
秒
三
万

立
方
尺(

毎
秒
八
三
四
．
六
〇
立
方
メ
ー
ト
ル)

以
内
で
あ
る
。
こ
の
流
量

に
該
当
す
る
水
位
は
八
尺(

二
．
四
二
メ
ー
ト
ル)

に
は
達
し
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
見
る
と
豊
平
橋
梁
の
高
さ
は
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
橋
台
の

間
隔
を
減
ら
す
こ
と
は
上
流
の
水
位
を
高
く
し
、
橋
下
の
流
速
を
増
す
弊

害
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

概
し
て
融
雪
に
よ
る
出
水
は
緩
や
か
に
起
こ
り
、
霖
雨(

長
雨)

に
よ
る

出
水
は
一
時
に
暴
漲(

急
に
満
ち
あ
ふ
れ
る)
す
る
。
去
年
四
月
の
出
水
は

融
雪
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
四
十
五
時
間
で
水
位
の
差

四
尺
五
寸(

一
．
三
六
メ
ー
ト
ル)

を
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
平
均
一
時
間

に
一
寸(

〇
．
〇
三
メ
ー
ト
ル)

の
割
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
明
治
十
三

年
八
月
二
十
六
日
の
出
水
は
七
時
間
に
水
位
の
差
五
尺
五
寸(
一
．
六
七
メ

ー
ト
ル)

、
す
な
わ
ち
、
平
均
一
時
間
に
七
寸
八
分(

〇
．
二
四
メ
ー
ト
ル)

余
に
当
る
。
そ
の
他
洪
水
流
量
昇
降
の
状
況
は
付
図
の
通
り
で
あ
る
。 
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工
事
の
概
要 

工
事
の
目
的
は
単
に
札
幌
市
街
水
害
防
御
に
と
ど
ま
ら
ず
、
豊
平
川
の
水
を
鴨
々
川
に
流
送
し
て
札
幌
市
街
の
用
水
に
使
用
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
工
事
用
資
材
は
な
る
べ
く
木
材
及
び
玉
石
を
使
う
べ
き
で
あ
る
。 

こ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
、
第
一
に
豊
平
川
の
東
流
に
低
水
堰
を
設
置
し
て
低
水
時
に
豊
平
川
の
西
に
流
す
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、
豊
平
川
の
低
水
量
は
お
よ
そ
毎
秒
五
百
立
方
尺(

毎
秒
一
三
．
九
一
立
方
メ
ー
ト
ル)

で
あ
り
、
札
幌
用
水
は
二
百
立
方
尺(

毎

秒
五
．
五
六
立
方
メ
ー
ト
ル)

あ
れ
ば
充
分
で
あ
り
、
そ
の
内
百
二
十
五
立
方
尺(

毎
秒
三
．
四
八
立
方
メ
ー
ト
ル)

は
工
業
用
水
車
に

使
用
す
る
。
そ
の
た
め
、
平
水
及
び
大
水
で
は
低
水
堰
を
超
過
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
低
水
量
の
一
部
が
漏
洩
し
て
も
水
量
に
お
い

て
不
足
し
な
い
こ
と
を
確
信
す
る
。
す
な
わ
ち
、
低
水
堰
を
低
く
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
、
低
水
堰
が
低
い
こ
と
は
洪
水
の
流
勢
を

大
き
く
変
え
る
こ
と
が
な
い
利
益
が
あ
る
。 

低
水
堰
の
製
法
は
付
図
の
通
り
で
あ
る
。
粗
朶
沈
床
あ
る
い
は
沈
枠
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
粗
朶
沈
床
は
下
流
の
緩
流
な
場
所
で

あ
っ
て
河
底
が
砂
礫
の
交
ざ
る
所
で
用
い
、
そ
の
上
覆
石
中
心
部
の
最
高
点
が
低
水
位
以
上
一
尺(

〇
．
三
〇
メ
ー
ト
ル)

を
限
度
と

す
る
。
ま
た
、
沈
枠
は
高
さ
九
尺(

二
．
七
三
メ
ー
ト
ル)

の
枠
一
連
と
高
さ
六
尺(

一
．
八
二
メ
ー
ト
ル)

の
枠
一
連
と
を
用
い
る
。

九
尺
枠
の
上
部
を
低
水
位
に
置
き
、
そ
の
背
後
に
一
尺
五
寸(

〇
．
四
五
メ
ー
ト
ル)

下
げ
て
六
尺
枠
を
置
く
こ
と
と
す
る
。 

低
水
堰
が
あ
る
た
め
、
洪
水
の
際
豊
平
川
の
西
流
を
走
る
水
勢
は
東
流
に
比
べ
い
く
ら
か
急
激
と
な
る
。
た
だ
し
、
西
岸
は
山
鼻

屯
田
の
耕
地
で
あ
る
た
め
十
分
な
護
岸
工
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(

平
面)

図
中
に
朱
線
で
こ
れ
を
示
す
。
そ
の
工
法
は
枠
を

用
い
、
杭
を
用
い
、
粗
朶
を
用
い
る
。
水
流
の
方
向
、
地
質
の
堅
軟
等
に
よ
っ
て
実
地
に
取
捨
す
る
所
が
あ
っ
て
よ
い
。
護
岸
の
方

向
は
な
る
べ
く
流
心
を
直
向
さ
せ
る
よ
う
に
、
急
で
小
さ
な
曲
線
を
避
け
る
こ
と
を
旨
と
す
る
。
両
岸
の
間
隔
は
今
こ
れ
を
定
め
な

い
け
れ
ど
も
、
と
り
あ
え
ず
七
十
間(

一
二
七
．
三
メ
ー
ト
ル)

を
対
岸
護
岸
工
の
距
離
と
す
る
。
豊
平
川
分
流
の
点
に
お
い
て
は
目

下
西
流
の
幅
は
五
十
間(

九
〇
．
九
メ
ー
ト
ル)

に
過
ぎ
ず
、
今
仮
に
図
中
の

ａ
点
に
お
い
て
最
高
水
位
を
低
水
位
以
上
六
尺
八
寸

(

二
．
〇
六
メ
ー
ト
ル)

と
し
、
川
幅
を
六
十
五
間(

一
一
八
．
二
メ
ー
ト
ル)
と
す
る
と
、
満
水
断
面
は
二
千
平
方
尺(

一
八
三
．
六
五

平
方
メ
ー
ト
ル)

余
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
バ
セ
ン(

B
a
z
i
n
)

氏
の
算
式
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
西
流
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の
平
均
勾
配
千
分
の
七(

一
四
三
分
の
一)

に
つ
い
て
流
量
毎
秒
三
万
立
方
尺(

毎
秒
八
三
四
．
六
〇
立
方
メ
ー
ト
ル)

余
り
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
豊
平
橋
下
を
流
過
す
る
洪
水
量
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
る
と
、
西
岸
の
堤
防
高
は
低
水
位
以
上
七
尺(

二
．
一
二
メ

ー
ト
ル)

で
十
分
で
あ
る
。 

在
来
の
鴨
々
水
門
は
木
製
で
角
材
を
積
み
洪
水
を
防
い
で
い
る
。
そ
れ
な
の
に
去
年
四
月
の
出
水
に
よ
り
こ
と
ご
と
く
流
失
し
て

し
ま
っ
た
の
は
、
水
門
の
左
右
及
び
基
礎
に
侵
入
す
る
水
に
対
す
る
防
御
法
が
全
く
不
十
分
な
た
め
で
あ
る
。
こ
の
水
門
は
札
幌
市

街
地
水
害
防
御
の
城
門
で
あ
る
か
ら
、
た
い
そ
う
堅
牢
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
案
の
水
門
は
元
の
よ
う
に
木
製
で
あ
る
が
、
扉

を
用
い
、
基
礎
は
ベ
ト
ン(

コ
ン
ク
リ
ー
ト)

で
あ
り
、
十
分
に
水
の
侵
入
を
防
御
で
き
る
。
扉
の
下
部
に
幅
三
尺(

〇
．
九
一
メ
ー
ト

ル)

、
高
さ
二
尺
五
寸(
〇
．
七
六
メ
ー
ト
ル)

の
水
門
が
あ
り
、
水
門
の
開
閉
に
よ
っ
て
鴨
々
川
に
必
要
な
水
を
供
給
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
水
量
は
本
川
の
水
位
に
よ
っ
て
異
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
仮
に
水
頭
を
四
尺(

一
．
二
一
メ
ー
ト
ル)

と
す
る

と
、
左
右(

二
連)

の
水
門
で
毎
秒
百
七
十
立
方
尺(

毎
秒
四
．
七
三
立
方
メ
ー
ト
ル
）
余
の
水
を
供
給
で
き
る
。
そ
の
他
建
築
法
は
図

面
に
詳
細
を
示
す
。 

鴨
々
水
門
下
流
で
は
西
岸
は
元
々
低
く
、
そ
れ
に
加
え
て
市
街
地
が
近
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
堤
防
を
必
要
と
す
る
。
在
来
の
堤

防
は
大
い
に
市
街
側
に
進
入
し
、
豊
平
川
の
東
流
の
水
に
は
殆
ん
ど
直
角
と
な
る
た
め
、
去
年
の
大
水
に
よ
り
破
潰
し
た
。
今
度
は

少
し
方
向
を
変
え
、
東
流
と
の
衝
突
を
避
け
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
東
流
の
方
向
も
掘
削
、
締
切
等
の
雑
工
事
に
よ
っ
て
変
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
堤
脚
の
防
御
に
は
地
杭
、
沈
床
等
を
用
い
、
水
の
衝
突
の
緩
急
及
び
河
川
敷
の
状
況
等
に
よ
っ
て
取
捨
す
る
。

護
岸
の
合
掌
枠
は
低
水
位
以
上
に
設
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
腐
敗
の
恐
れ
が
あ
る
が
、
法
勾
配
が
一
割
の
た
め
背
後
に
大
き
な
圧
力

は
な
い
こ
と
か
ら
、
毎
年
少
々
の
修
繕
を
加
え
て
保
存
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

堤
防
の
対
岸
に
お
い
て
は
単
に
護
岸
工
の
み
を
施
し
、
ま
た
、
湾
曲
し
て
い
る
所
は
砂
礫
を
沈
殿
さ
せ
る
た
め
に
在
来
の
堤
に
多

少
修
繕
を
加
え
、
平
行
水
制
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
、 

堤
防
と
豊
平
橋
西
端
の
角
積
が
接
続
す
る
と
こ
ろ
に
は
伏
越
迯
樋(

逃
樋)
一
箇
所
を
設
け
、
鴨
々
川
の
水
の
余
剰
分
を
吐
き
出
さ

せ
る
。 
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豊
平
橋
の
橋
台
は
角
積
を
用
い
て
い
る
の
で
か
な
り
大
き
な
修
繕
を
必
要
と
す
る
が
、
と
り
あ
え
ず
は
沈
枠
を
用
い
て
台
脚
が
洗

掘
さ
れ
る
の
を
防
ぎ
、
か
つ
両
岸
堤
防
の
方
向
に
よ
っ
て
流
心
を
な
る
べ
く
橋
下
の
中
央
に
向
か
わ
せ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。 

工
事
の
要
項
は
こ
の
通
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
春
秋
洪
水
後
河
川
敷
の
変
化
に
よ
っ
て
計
画
に
多
少
の
変
更
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。 

 

着
手
順
序
及
び
工
費 

工
事
着
手
の
順
序
は
水
門
を
も
っ
て
第
一
と
す
る
。
こ
の
た
め
に
ま
ず
豊
平
川
の
分
流
の
上
流
に
お
い
て
仮
堰
を
設
け
、
水
流
を

全
て
東
流
に
走
ら
せ
る
こ
と
と
す
る
。
水
門
の
基
礎
及
び
水
門
前
の
護
岸
が
ほ
ぼ
完
成
し
て
か
ら
豊
平
川
西
流
の
凹
湾
に
護
岸
工
を

施
し
、
そ
れ
が
堅
固
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
仮
堰
を
撤
去
し
、
掘
削(

瀬
替
え)

し
て
水
流
を
全
て
西
に
走
ら
せ
、
そ
の
後
低

水
堰
に
着
手
す
る
こ
と
と
す
る
。
豊
平
橋
の
橋
台
の
修
繕
及
び
防
御
は
工
事
の
都
合
に
よ
っ
て
施
す
こ
と
と
す
る
。
市
街
近
接
の
堤

防
は
必
要
が
あ
る
部
分
を
除
き
最
後
に
着
手
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
在
来
の
堤
防
が
未
だ
幾
分
か
存
在
す
る
た
め
に
堤
後

(

堤
防
背
面)

に
侵
入
す
る
水
は
流
速
が
な
く
な
り
、
か
え
っ
て
泥
砂
を
沈
殿
さ
せ
る
利
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

工
費
予
算
は
以
下
に
記
す
る
通
り
で
あ
る
。
総
計
金
十
三
万
八
千
円
余
に
し
て
、
そ
の
内
三
万
二
千
円
余
は
鴨
々
川
、
胆
振
川
、

創
成
川
筋
の
修
繕
工
費
で
あ
り
水
害
防
御
の
工
費
で
は
な
い
。
ま
た
、
豊
平
川
筋
工
費
の
内
、
金
九
千
円
余
の
締
切
等
の
雑
工
費
及

び
予
算
費
と
あ
る
の
は
、
前
段
の
仮
堰
そ
の
他
豊
平
川
東
流
及
び
豊
平
橋
の
下
流
に
お
い
て
、
所
々
に
施
す
小
工
事
で
あ
り
、
予
算

を
明
細
に
し
づ
ら
い
も
の
及
び
工
事
が
数
年
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
幾
分
の
手
戻
り
工
事
が
発
生
す
る
可
能
性
も
あ
り
、
そ
れ
ら
に
充

て
る
も
の
で
あ
る
。 

  

以
下
、
添
付
図
、
札
幌
縣
下
豊
平
川
普
請
目
論
見
入
費(

工
事
予
算
書)
及
び
普
請
目
論
見
内
訳(

工
事
予
算
内
訳
書)

は
省
略
す
る
。 
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工
事
報
告(

現
代
語
訳)

 

 
そ
も
そ
も
豊
平
川
防
御
工
事
は
、
明
治
十
六(

一
八
八
三)

年
三
月
五
日
、「
そ
の
工
事
費
別
途
支
出
の
件
」
を
札
幌
県
令
よ
り
内
務

卿
へ
上
請
し
、
同
年
六
月
二
日
を
も
っ
て
許
可
と
な
っ
た
も
の
で
、
直
ち
に
着
手
の
方
途
を
開
い
た
。
こ
の
計
画
は
十
五
年
の
測
量

図
面
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
昨
春
融
雪
出
水
の
た
め
に
少
し
変
更
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
同
年
六
月
二
十
六
日
よ
り
施
工
線
路

の
再
測
に
か
か
り
、
そ
の
一
方
で
用
材
を
募
り
、
そ
れ
ぞ
れ
下
準
備
を
進
め
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
だ
い
た
い
整
っ
た
七
月
十
三
日
、
鴨
々

水
門
下
流
堤
防
の
一
部
に
起
工
し
、
漸
次
拡
張
し
て
同
年
十
二
月
二
十
八
日
に
至
り
左
岸
が
ほ
ぼ
落
成
、
明
年
晩
春
の
洪
水
に
市
街

水
害
の
憂
い
が
な
く
な
り
安
堵
し
た
。
本
年
は
六
月
下
旬
に
起
工
し
て
今
日
に
至
る(

十
七
年
九
月
二
十
日)

前
後
総
日
数
に
し
て
二

百
五
十
日
、
こ
の
間
誠
に
天
候
に
恵
ま
れ
た
。
天
は
隠
れ
て
、
札
幌
人
民
が
水
害
に
困
る
の
を
憐
れ
に
思
い
、
我
々
に
こ
の
好
時
節

を
与
え
、
こ
の
速
成
に
結
び
付
け
さ
せ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。 

こ
の
速
成
は
実
に
好
時
節
に
恵
ま
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
え
ど
も
、
ま
た
関
係
し
た
諸
員
の
勉
励
が
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
今
日
こ

の
竣
功
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、
い
さ
さ
か
そ
の
労
に
感
謝
す
る
た
め
、
こ
こ
に
各
員
の
事
務
並
び
に
事
業
、

ま
た
そ
の
尽
力
し
た
所
を
述
べ
て
報
告
者
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
と
す
る
。 

担
当
員
は
農
商
務
五
等
技
手
小
林
芳
五
郎
、
同
佐
藤
勇
、
札
幌
県
八
等
属
蛭
田
政
之
進
、
同
県
御
用
掛
小
野
琢
磨
、
同
飯
高
政
胤
、

同
雇
豊
島
類
吉
、
同
荒
井
三
七
、
同
仮
雇
平
塚
直
幹
、
同
大
河
内
頼
綱
等
の
諸
氏
で
あ
る
。 

小
林
五
等
技
手
は
は
じ
め
に
工
事
予
算
書(

目
論
見
工
費
調)
を
作
成
し
、
工
事
に
あ
た
っ
て
は
用
材
代
価
や
人
夫
賃
等
が
施
工
中

の
機
に
乗
じ
て
安
易
に
増
減
し
な
い
よ
う
、
今
回
の
工
事
に
係
る
請
負
人
と
論
じ
合
い
、
一
同
か
ら
請
書
を
取
り
、
こ
れ
を
履
行
し

た
。
こ
の
た
め
に
大
い
に
費
用
を
節
減
し
た
。
工
事
中
工
場
を
見
廻
り
、
毎
日
人
夫
の
怠
惰
を
点
検
し
、
そ
の
一
方
で
見
積
書
の
積

算
を
助
け
た
。
次
に
佐
藤
五
等
技
手
は
豊
平
川
の
今
回
の
工
事
施
行
箇
所
を
測
量
し
、
原
図
を
作
製
し
た
。
小
野
札
幌
県
御
用
掛
は

そ
の
測
量
を
補
助
し
、
そ
の
後
諸
工
を
経
始
し(

測
量
し
て
位
置
を
定
め)

、
測
量
に
係
る
一
切
の
事
務
全
体
を
担
当
し
た
。
蛭
田
同
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県
八
等
属
は
、
会
計
並
び
に
物
料
受
払
い
を
最
初
か
ら
終
わ
り
ま
で
担
当
し
た
。
物
料
係
が
最
も
手
間
取
っ
た
の
は
石
材
の
受
払
い

で
あ
る
。
堤
防
の
石
垣
に
用
い
た
石
は
ひ
と
つ
と
し
て
物
料
係
の
手
を
経
由
し
な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
の
苦
労
は
一
見
し
て
分
か
る

こ
と
で
あ
る
。
豊
島
類
吉
、
荒
井
三
七
は
元
来
土
木
局
に
お
い
て
柴
工
並
び
に
石
積
そ
の
他
土
木
工
事
全
般
に
熟
練
し
、
今
回
の
工

事
中
、
柴
・
石
工
の
二
種
は
悉
皆
こ
の
両
人
の
尽
力
に
よ
る
。
両
人
と
も
皆
勤
し
、
勉
励
も
格
別
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
飯
高
、

平
塚
、
大
河
内
の
三
氏
は
場
所
掛
の
仕
事
に
尽
力
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
工
事
に
関
わ
っ
た
請
負
人
は
畠
山
六
兵
衛
、
大
岡
助
右
エ

門
、
古
川
寅
吉
、
鶴
岡
伊
之
助
、
関
口
藤
四
郎
、
小
宮
與
吉
の
六
名
で
あ
る
。
何
れ
も
勉
励
し
た
。
な
か
で
も
畠
山
な
ど
は
札
幌
人

民
に
代
わ
っ
て
尽
力
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
他
三
名
、
一
時
関
わ
っ
た
者
が
あ
っ
た
が
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。 

工
長
古
市
内
務
三
等
技
師
は
当
地
出
張
中
に
、
新
潟
県
信
濃
川
改
修
工
事
計
画
を
急
ぐ
た
め
新
潟
へ
出
張
し
た
の
で
、
代
わ
っ
て

本
工
事
の
報
文
を
綴
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
。
よ
っ
て
こ
こ
に
報
告
を
呈
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
務
三
等
技
師 

古
市
公
威
代
理 

明
治
十
七
年
九
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
務
技
師
補 

岡 

胤
信 

 
  

豊
平
川
の
概
況 

全
川
の
性
質
、
そ
の
流
域
、
地
形
等
は
上
請
書
に
詳
し
く
書
い
た
が
、
参
考
に
な
る
の
で
こ
こ
に
抜
粋
す
る
。 

豊
平
川
は
石
狩
川
の
支
川
で
あ
り
、
そ
の
源
を
胆
振
・
後
志
両
国
の
山
脈
に
発
し
、
屈
曲
、
迂
回
、
東
流
し
て
渓
川
を
下
る
こ
と

十
三
里(

五
一
．
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

で
山
鼻
村
に
達
し
、
は
じ
め
て
札
幌
野
に
出
る
。
急
流
は
氾
濫
し
、
石
礫
を
転
が
し
、
左
走
右

激
し
て
雁
来
村
に
達
す
る
。
こ
の
距
離
二
里(

七
．
八
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

強
は
、
札
幌
市
街
地
に
水
害
の
憂
い
を
も
た
ら
す
最
も
関

係
の
あ
る
区
間
で
あ
る
。
水
源
か
ら
こ
こ
に
至
る
間
は
、
流
域
内
に
お
い
て
伐
採
し
た
木
材
を
流
下
す
る
の
に
好
都
合
な
だ
け
で
あ

る
。
雁
来
村
か
ら
対
雁
村
ま
で
四
里(

一
五
．
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

余
、
こ
こ
で
豊
平
川
の
本
流
は
石
狩
川
に
合
流
す
る
。
前
の
区
間

に
比
べ
れ
ば
流
路
は
あ
ま
り
変
化
せ
ず
、
水
流
は
緩
や
か
で
舟
運
に
適
し
て
い
る
。
川
底
は
泥
砂
で
両
岸
は
低
平
地
な
の
で
、
洪
水
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毎
に
浸
水
地
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。 

札
幌
野
は
、
察
す
る
に
昔
は
低
湿
地
で
あ
り
、
豊
平
川
は
山
鼻
村
で
八
方
に
分
派
濫
流
し
て
、
流
木
ま
た
は
他
の
わ
ず
か
な
障
害

で
も
あ
れ
ば
洪
水
毎
に
た
ち
ま
ち
流
心
を
変
え
て
自
在
に
徘
徊
し
、
そ
の
河
川
敷
は
次
第
に
泥
砂
を
洗
堀
し
て
石
礫
を
露
出
し
、
浸

水
地
へ
は
泥
砂
を
沈
殿
し
、
こ
う
し
て
徐
々
に
原
野
を
形
成
し
て
き
た
様
子
は
水
路
の
痕
跡
に
よ
っ
て
今
日
も
な
お
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
右
岸
は
断
崖
で
高
燥
の
地
な
の
で
水
害
の
心
配
は
な
い
が
、
左
岸
は
豊
平
橋
上
流
約
一
里(

三
．
九
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

間
は

低
平
地
で
あ
る
か
ら
、
や
や
も
す
れ
ば
河
川
は
満
水
漲
溢(

急
に
満
ち
溢
れ
る)

し
て
札
幌
市
街
に
波
及
し
な
が
ら
一
大
湖
海
と
な
る
。

そ
の
損
害
は
沿
川
の
耕
地
を
洗
堀
し
橋
梁
を
破
壊
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
家
を
流
没
し
流
木
を
漂
流
さ
せ
て
人
命
を
奪
う
等
、
そ

の
惨
状
は
言
い
表
し
難
い
。
旧
開
拓
使
に
お
い
て
も
早
く
か
ら
こ
の
防
御
に
注
目
し
、
堤
防
を
築
き
水
門
を
設
け
て
用
水
を
引
く
こ

と
に
努
め
て
き
た
け
れ
ど
も
、
十
五
年
五
月
の
出
水
は
こ
れ
を
破
壊
し
て
水
門
を
流
し
、
急
流
は
市
街
に
達
し
て
非
常
に
大
き
な
被

害
を
受
け
た
。
幸
い
に
し
て
政
府
は
こ
れ
を
察
し
て
工
事
費
を
支
出
し
、
防
御
工
事
を
実
施
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
今
こ
こ
に
今
回
の

工
事
が
竣
工
す
る
に
至
っ
た
次
第
で
あ
る
。 

今
般
施
工
し
た
区
間
は
、
山
鼻
村
渡
船
場
下
よ
り
豊
平
橋
に
至
る
区
間
四
十
六
町(

五
．
〇
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

余
り
、
水
位
の
落

差
は
百
尺
二
寸(

三
〇
．
三
六
メ
ー
ト
ル)

、
す
な
わ
ち
平
均
勾
配
は
千
分
の
六(

一
六
七
分
の
一)

で
あ
る
。
今
回
現
地
施
工
で
は
、

鴨
々
水
門
近
傍
よ
り
下
流
は
千
分
の
六
か
ら
千
分
の
六
．
三(

一
五
九
分
の
一)

、
上
流
は
千
分
の
七(

一
四
三
分
の
一)

を
水
面
勾
配

と
し
て
諸
工
事
の
高
低
を
算
定
し
た
。 

水
位
、
水
面
勾
配
、
流
量
等
は
設
計
説
明
書
に
精
し
く
記
し
た
。 

低
水
流
量
は
山
鼻
村
で
五
百
立
方
尺(

毎
秒
一
三
．
九
一
立
方
メ
ー
ト
ル)

内
外
で
あ
る
。
ま
た
、
高
水
量
は
三
万
立
方
尺(

毎
秒
八

三
四
．
六
〇
立
方
メ
ー
ト
ル)

を
超
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
流
量
に
対
応
す
る
水
位
は
豊
平
橋
量
水
標
尺
に
お
い
て
八
尺
（
二
．
四

二
メ
ー
ト
ル
）
に
達
し
な
い
。
よ
っ
て
今
回
の
工
事
は
右
量
水
標
零
点
よ
り
八
寸(

〇
．
二
四
メ
ー
ト
ル)

低
い
高
さ
を
低
水
位
と
定

め
、
前
記
勾
配
を
考
え
堤
防
護
岸
工
は
概
ね
低
水
位
よ
り
十
尺(

三
．
〇
三
メ
ー
ト
ル)

の
高
さ
ま
で
と
し
た
。
さ
ら
に
当
時
豊
平
橋

の
横
断
面
積
を
お
よ
そ
百
五
十
平
方
尺(

一
三
．
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル)

増
加
し
た
た
め
、
豊
平
橋
の
水
面
上
の
高
さ
は
充
分
と
な
り
、
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ま
た
、
そ
の
後
洪
水
が
漲
溢(

溢
水)

す
る
恐
れ
は
逃
れ
た
の
で
あ
る
。 

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
豊
平
川
筋
の
う
ち
今
回
工
事
を
施
し
た
区
間
は
、
急
流
で
浅
く
、
舟
運
に
適
さ
な
い
。
た
だ
水
防
が
目
的

で
あ
り
、
そ
の
水
害
の
原
因
と
な
る
も
の
は
洪
水
で
あ
る
。
こ
の
た
め
高
水
位
を
調
査
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
付
図
に
明

治
十
一
年
以
降
の
豊
平
橋
量
水
標
日
表
よ
り
抜
粋
し
て
水
位
曲
線
を
表
し
た
。
高
水
位
を
検
討
す
る
に
は
デ
ー
タ
が
少
な
く
満
足
と

は
な
ら
な
い
が
、
お
お
よ
そ
出
水
の
時
期
、
暴
漲(

急
な
水
位
上
昇)

の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
減
水
・
涸
渇
の
緩
急
を
読
み
取
り
、
工
事
を

実
施
す
べ
き
低
水
の
発
生
時
期
を
予
定
し
て
お
く
に
は
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
察
す
る
に
、
概
し
て
融
雪
出
水
は
四
月
中
旬

よ
り
次
第
に
水
位
が
上
昇
し
、
五
月
は
少
し
も
下
ら
ず
、
六
月
下
旬
に
至
っ
て
よ
う
や
く
低
水
位
に
達
す
る
。
低
水
工
事(

河
川
改
修

の
治
水
工
事
は
大
方
、
低
水
位
以
下
の
工
事
と
す
る
こ
と
が
最
も
肝
心
で
あ
る
）
は
、
毎
年
こ
の
時
期
を
待
っ
て
着
手
す
る
と
よ
い
。

初
秋
に
入
り
紅
葉
を
見
る
頃
に
は
た
ち
ま
ち
出
水
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
付
図
に
あ
る
よ
う
に
豊
平
橋
量
水
表
に
よ
れ
ば
、
九
月
中

に
こ
う
し
た
工
事
は
終
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

洪
水
位
の
昇
降
点
検
表(

ハ
イ
ド
ロ
グ
ラ
フ)

に
よ
る
と
、
高
水
暴
漲(

水
位
急
上
昇)

が
生
じ
る
最
盛
期
に
は
一
時
間
に
二
尺(

〇
．

六
一
メ
ー
ト
ル)

と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
増
水
時
間
で
平
均
す
れ
ば
、
融
雪
出
水
は
平
均
一
時
間
に
四
寸(

〇
．
一
二
メ
ー

ト
ル)

以
下
で
あ
り
、
霖
雨(

長
雨)

出
水
に
し
て
も
一
尺(

〇
．
三
〇
メ
ー
ト
ル)

を
超
え
な
い
。
た
だ
し
、
融
雪
の
際
強
雨
に
遭
え
ば

そ
の
暴
漲(

急
上
昇)

が
速
く
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
概
し
て
融
雪
洪
水
は
水
位
の
昇
降
緩
や
か
で
あ
り
、
強
雨
出
水
は
干
満

が
極
め
て
速
い
。 

 

工
事
要
目 

今
回
実
施
し
た
工
事
の
目
的
は
、
札
幌
市
街
水
害
防
御
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
本
川
の
枯
渇
充
溢
に
関
わ
ら
ず
一
定
量
の
用
水
を

供
給
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
上
流
分
水
口
の
あ
る
字
二
股
に
お
い
て
、
東
流
に
固
定
の
堰
堤
を
二
ヶ
所
設

置
す
る
こ
と
と
し
、
一
つ
は
分
岐
点
に
、
一
つ
は
約
九
百
五
十
間(

一
，
七
二
七
メ
ー
ト
ル)

下
流
に
置
き
、
そ
の
間
の
水
面
勾
配
千

分
の
七
．
三(

一
三
七
分
の
一)

に
当
た
る
高
さ
に
築
く
。
上
流
の
堰
堤
は
一
方
で
は
水
制
と
し
て
作
用
し
、
右
岸
に
添
っ
て
来
る
流
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心
を
西
流
の
凸
岸
に
振
り
向
け
る
。
こ
の
た
め
左
岸
に
は
こ
こ
か
ら
上
下
流
に
護
岸
工
を
施
す
。
元
々
本
流
は
左
岸
が
突
出
し
て
お

り
、
出
水
の
時
に
は
流
心
を
東
流
に
向
け
て
走
ら
せ
る
た
め
に
、
西
流
の
流
路
に
砂
礫
を
沈
殿
し
て
分
岐
点
を
閉
塞
し
、
水
位
が
ま

す
ま
す
低
下
し
て
低
水
全
量
が
東
流
に
転
じ
、
西
流
に
は
一
滴
の
水
も
な
く
、
洪
水
の
度
毎
に
こ
の
分
水
口
の
浚
渫
が
必
要
だ
っ
た
。

こ
の
た
め
今
回
は
こ
の
凸
岸
を
削
除
し
て
高
水
の
い
く
ら
か
を
西
流
に
走
ら
せ
る
よ
う
に
し
、
出
水
毎
に
生
じ
た
閉
口
を
逃
れ
る
対

策
を
実
施
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
低
水
は
こ
と
ご
と
く
西
流
に
導
き
、
下
流
鴨
々
水
門
に
お
い
て
取
水
量
を
自
在
に
増
減
で
き
る
よ
う

に
な
る
。 

こ
こ
か
ら
数
町(
数
百
メ
ー
ト
ル)

上
流
で
は
本
流
は
二
派
に
別
れ
、
字
二
股
に
お
い
て
一
度
合
流
し
再
び
東
西
に
分
離
す
る
。
上

流
左
流
に
は
二
ヶ
所
の
堰
堤
を
設
置
し
て
高
水
の
み
を
通
過
さ
せ
、
低
水
は
こ
と
ご
と
く
右
流
を
経
て
水
制
堰
堤
に
当
た
り
、
方
向

を
転
じ
て
西
流
凸
岸
に
向
か
い
鴨
々
水
門
に
達
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
ヶ
所
の
堰
堤
だ
け
で
は
低
水
は
な
お
東
流
に
走
り
、
堰
上

を
超
え
て
い
く
。
こ
の
た
め
三
木
枠
等
の
仮
締
切
に
よ
り
こ
れ
を
遮
る
。
と
は
い
っ
て
も
こ
の
仮
設
工
は
は
な
は
だ
軽
易
粗
造
で
あ

る
の
で
洪
水
は
簡
単
に
こ
れ
を
破
損
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
出
水
の
際
は
障
害
と
な
っ
て
流
心
を
変
転
し
構
造
物

を
壊
す
恐
れ
が
あ
り
、
な
る
べ
く
こ
れ
を
避
け
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
計
画
と
し
た
。
こ
れ
ら
仮
設
工
は
洪
水

の
後
毎
に
再
築
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
補
修
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
は
予
期
し
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る(

こ
れ
ら
諸
工
は
二
股
図

に
詳
し
く
示
す
）
。 

用
材
は
粗
朶
、
割
栗
石
、
玉
石
、
葡
萄
蔓
等
で
あ
る
。
低
水
位
以
下
に
粗
朶
沈
床
を
敷
き
、
必
要
な
高
さ
ま
で
割
栗
石
を
亀
腹
に(

饅

頭
型
に)

積
ん
だ
。
堤
堰
取
付
護
岸
等
の
根
固
め
に
は
蔓
蛇
篭
を
並
列
し
、
粗
朶
、
葡
萄
蔓
、
縄
等
で
綴
っ
て
あ
た
か
も
一
枚
の
沈
床

の
よ
う
に
製
作
し
、
玉
石
を
詰
め
鎮
圧
し
た
。
岸
腹(

河
岸)

に
は
低
水
位
以
上
お
よ
そ
高
さ
一
丈(

三
．
〇
三
メ
ー
ト
ル)

ま
で
、
法

勾
配
一
割
五
分
と
し
て
す
べ
て
玉
石
を
積
ん
だ
。 

従
前
の
設
計
で
は
堰
堤
、
堤
脚
根
固
め
等
に
は
沈
枠
を
用
い
る
は
ず
の
と
こ
ろ
だ
が
、
床
掘
に
非
常
に
費
用
を
要
す
る
こ
と
に
加

え
、
沈
床
が
充
分
も
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
工
事
は
す
べ
て
沈
床
並
び
に
地
杭
の
み
に
改
め
た
。 

二
股
地
区
の
護
岸
延
長
百
五
十
五
間
八
分
三
厘(

二
八
三
．
三
メ
ー
ト
ル)

の
根
固
め
に
は
、
粗
朶
沈
床
幅
二
間
な
い
し
二
間
半(

三
．
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六
四
メ
ー
ト
ル
～
四
．
五
五
メ
ー
ト
ル)

と
し
て
前
記
蛇
篭
沈
床
を
用
い
る
。
石
垣
は
低
水
位
以
上
高
さ
六
尺(

一
．
八
二
メ
ー
ト
ル)

、

法
勾
配
一
割
五
分
で
あ
る
。
こ
の
辺
の
本
流
は
広
々
と
し
て
い
て
高
水
は
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。 

こ
こ
か
ら
二
百
二
十
間(

四
〇
〇
．
〇
メ
ー
ト
ル)

は
施
工
し
な
い
。
お
そ
ら
く
河
岸
線
が
凹
形
を
し
て
い
る
の
で
簡
単
に
流
心
が

衝
突
し
た
り
洗
堀
す
る
心
配
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
荒
廃
地
な
の
で
こ
れ
を
防
御
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

こ
こ
か
ら
下
流
延
長
四
百
十
七
間
〇
七
厘(

七
五
八
．
二
メ
ー
ト
ル)

の
区
間
は
、
沿
岸
が
高
燥
で
あ
り
洪
水
漲
溢(

溢
水)

の
心
配

は
な
い
。
よ
っ
て
流
心
は
河
岸
脚
に
接
す
る
こ
と
が
あ
る
も
の
の
崩
壊
を
防
ぐ
た
め
単
に
護
岸
工
を
施
し
た
の
み
で
、
低
水
位
以
上

高
さ
一
丈(

三
．
〇
三
メ
ー
ト
ル)

ま
で
一
割
五
分
の
法
勾
配
で
玉
石
を
積
ん
だ
。
水
面
勾
配
は
千
分
の
七(

一
四
三
分
の
一)

に
よ
り

算
出
し
た
。
上
流
端
の
凸
岸
に
は
お
よ
そ
五
十
間(

九
〇
．
九
メ
ー
ト
ル)

地
杭
を
打
ち
、
延
長
二
十
間(

三
六
．
四
メ
ー
ト
ル)

、
幅

二
間
な
い
し
四
間(

三
．
六
四
メ
ー
ト
ル
～
七
．
二
七
メ
ー
ト
ル)

の
粗
朶
沈
床
を
敷
き
、
河
岸
脚
を
保
護
す
る
。
そ
の
他
は
大
石
を

並
べ
た
だ
け
で
あ
る
。 

こ
こ
か
ら
六
十
七
間
六
分
七
厘(
一
二
二
．
九
メ
ー
ト
ル)

は
施
工
し
な
い
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
五
百
一
間
五
分
八
厘(

九
一
一
．
八

メ
ー
ト
ル)

下
流
の
鴨
々
水
門
に
達
す
る
ま
で
の
区
間
は
、
沿
川
が
低
地
で
あ
る
の
で
堤
防
を
築
い
た
。
根
固
め
は
付
図
に
あ
る
よ
う

に
径
八
寸(

二
四
．
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

、
長
さ
六
尺(

一
．
八
二
メ
ー
ト
ル)

の
杭
を
三
尺(

〇
．
九
一
メ
ー
ト
ル)

毎
に
打
ち
、
こ

の
間
は
四
寸(

一
二
．
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

の
雑
木
杭
を
打
ち
狭
桁
を
も
っ
て
連
続
さ
せ
る
。
内
通
り
幅
三
尺(

〇
．
九
一
メ
ー
ト
ル)

に
平
ら
に
石
を
敷
き
、
こ
れ
か
ら
一
割
五
分
の
法
勾
配
で
高
さ(

直
立)

六
尺(

一
．
八
二
メ
ー
ト
ル)

上
が
り
、
幅
二
尺(

〇
．
六
一
メ

ー
ト
ル
）
の
犬
走
り(

堤
防
小
段)

を
設
け
、
ま
た
、
二
割
の
法
高
四
尺(

一
．
二
一
メ
ー
ト
ル)

上
が
り
馬
踏(

天
端)

に
達
す
る
。
天

端
幅
三
間
な
い
し
四
間(

五
．
四
五
メ
ー
ト
ル
～
七
．
二
七
メ
ー
ト
ル)

の
堤
防
の
堤
腹
の
舗
石
は
径
一
尺
か
ら
八
寸(

三
〇
．
三
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
～
二
四
．
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

の
玉
石
を
用
い
る
。
そ
れ
か
ら
下
段
は
七
間(

一
二
．
七
メ
ー
ト
ル)

毎
に
割
栗
石
を
用

い
る
。
こ
れ
は
大
水
の
際
、
流
木
等
が
石
垣
に
衝
突
し
破
れ
て
も
割
栗
石
の
部
分
で
停
ま
り
、
他
へ
波
及
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
。

水
門
の
両
翼
下
段
は
こ
と
ご
と
く
割
栗
石
を
用
い
た
。
す
べ
て
こ
れ
を
用
い
れ
ば
堅
牢
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
費
用

が
莫
大
に
な
る
の
で
や
む
を
え
ず
右
の
よ
う
に
設
計
し
た
。
前
に
申
し
述
べ
た
よ
う
に
、
元
々
堰
堤
並
び
に
堤
脚
の
根
固
め
等
に
は
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沈
枠
を
用
い
て
設
計
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
埋
め
る
箇
所
を
掘
削
す
る
の
に
巨
額
の
費
用
を
要
す
る
ば
か
り
か
、
河
底
が
充
分

堅
硬
な
の
で
地
杭
が
も
ち
こ
た
え
ら
れ
る
と
判
断
し
、
す
べ
て
第
三
類
護
岸
工
を
変
更
し
て
こ
の
工
種
に
よ
り
実
施
し
た
。
本
流
は

山
鼻
村
よ
り
雁
来
村
に
至
る
区
間
で
は
、
低
水
位
以
下
水
深
一
丈(

三
．
〇
三
メ
ー
ト
ル)

以
上
あ
る
箇
所
が
分
か
ら
な
い
か
ら
、
こ

の
地
杭
の
前
面
で
他
日
洗
掘
さ
れ
る
恐
れ
が
予
期
で
き
る
位
置
に
は
床
固
工
を
実
施
し
た
。
そ
の
幅
は
、
前
述
し
た
洗
掘
深
に
達
す

る
も
地
杭
を
流
出
さ
せ
な
い
よ
う
留
意
し
た
。 

広
狭
、
位
置
、
工
法
は
付
図
を
見
る
こ
と
。 

鴨
々
水
門
右
側(
上
流)

に
平
行
工(

縦
水
制)

を
置
い
た
。
こ
れ
は
上
流
か
ら
堤
脚
に
接
し
て
来
る
流
れ
と
対
岸
の
流
れ
を
仮
設
工

に
よ
っ
て
こ
こ
に
導
き
、
全
水
量
を
水
門
に
振
り
向
け
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
工
事
は
ま
ず
粗
朶
沈
床
を
敷
き
、
上
覆
工
は
割
栗
石

を
用
い
、
そ
の
横
断
面
形
は
櫛
背
の
よ
う
に
し
、
最
高
点
に
お
い
て
低
水
位
以
上
二
尺(

〇
．
六
一
メ
ー
ト
ル)

の
高
さ
と
な
る
よ
う
、

堤
防
の
湾
曲
に
倣
い
平
行
に
築
く
。
今
こ
の
よ
う
に
固
定
の
工
事(

堰)

を
低
く
設
置
し
、
二
ヶ
所
の
仮
設
工
に
よ
っ
て
水
門
に
水
量

が
入
る
よ
う
設
計
す
る
の
は
、
洪
水
容
積(

河
道
断
面
積)

を
減
少
せ
ず
、
川
底(

河
床)

に
変
化
を
来
さ
ず
、
本
工
事
を
破
壊
さ
せ
な

い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
た
め
こ
の
仮
設
工
は
か
な
り
軽
易
な
も
の
で
、
洪
水
が
容
易
に
こ
れ
を
破
壊
す
る
こ
と
が
で
き
、
障
害
な
く

通
過
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
出
水
の
後
毎
に
こ
れ
を
再
築
す
る
こ
と
は
用
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。 

水
門
は
現
在
欧
州
に
て
運
河
に
用
い
る
閘
門
形
の
半
体
に
相
当
す
る
。
木
製
で
入
口
幅
十
八
尺(

五
．
四
五
メ
ー
ト
ル)

、
扉
二
枚

を
用
い
る
。
土
台
は
桁
以
下
深
さ
六
尺(

一
．
八
二
メ
ー
ト
ル)

を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
水
の
浸
入
を
防
ぐ
。
ま
さ
し
く
札
幌
市

街
水
害
防
御
の
城
門
な
の
で
、
た
い
そ
う
堅
牢
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
た
め
で
あ
る
。
扉
に
小
門
が
あ
り
、
前
面
に
上
下
す
る
板
で

開
閉
で
き
る
。
こ
れ
は
第
一
に
洪
水
の
時
で
あ
っ
て
も
市
街
の
用
水
を
滞
り
な
く
供
給
す
る
た
め
の
も
の
で
、
所
用
の
流
量
を
過
不

足
な
く
自
在
に
取
り
入
れ
る
口
で
あ
る
。
次
に
両
翼
大
扉
を
開
く
前
に
小
門
を
開
き
、
水
の
圧
力
を
減
殺
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
。
従
前
の
水
門
は
木
製
積
角
止
め
で
あ
っ
た
が
、
土
台
下
両
側
と
も
漏
水
の
防
御
が
不
十
分
だ
っ
た
た
め
流
失
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
た
め
、
今
回
は
な
お
一
層
根
固
工
に
注
意
し
た
。
木
材
、
鉄
具
に
も
コ
ー
ル
タ
ー
ル
を
塗
り
腐
敗
を
防
い
だ
。
八
年
か

ら
十
年
は
耐
久
性
が
あ
り
、
土
台
以
下
は
不
朽
で
あ
る
。
建
築
工
法
は
付
属
の
全
体
区
分
図
に
詳
し
い
。 
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水
門
か
ら
豊
平
橋
に
至
る
区
間
は
低
地
で
あ
り
、
市
街
に
接
近
し
て
い
る
の
で
堤
防
を
築
い
た
。
工
法
は
水
門
上
流
と
同
じ
。
た

だ
し
、
地
枕
の
前
面
に
粗
朶
、
蛇
篭
、
沈
床
等
を
用
い
て
流
心
が
こ
こ
に
接
近
す
る
の
を
避
け
た
。
そ
の
幅
、
長
さ
、
位
置
等
は
流

心
の
方
向
、
河
岸
地
質
の
堅
軟
を
考
慮
し
、
現
地
調
査
を
し
て
取
捨
し
た
。
こ
の
延
長
千
二
百
四
十
四
間(

二
，
二
六
一
．
八
メ
ー
ト

ル)

の
内
、
豊
平
橋
上
流
七
十
間(

一
二
七
．
三
メ
ー
ト
ル)

余
は
角
積
で
あ
る
。
そ
の
工
法
は
付
図
に
明
ら
か
で
あ
る
。 

豊
平
橋
台
脚
は
沈
床
に
よ
っ
て
洗
掘
を
防
御
し
た
。
そ
の
下
の
柵
は
従
来
の
控
横
木
が
少
し
も
腐
敗
し
て
い
な
い
の
で
こ
れ
を
用

い
、
前
面
は
八
分
の
勾
配
を
つ
け
て
竪
親
杭
や
成
木
を
新
し
く
す
る
な
ど
、
以
前
の
形
に
倣
っ
て
修
繕
し
、
根
固
に
は
蛇
篭
、
沈
床

を
用
い
た
。
工
法
は
図
面
に
あ
る
。
こ
の
延
長
は
百
四
十
一
間(

二
五
六
．
四
メ
ー
ト
ル)

。 

豊
平
村
橋
台
と
角
積
前
面
の
根
固
は
沈
床
を
用
い
た
。
そ
の
上
の
護
岸
長
六
十
九
間
七
分
五
厘(

一
二
六
．
七
メ
ー
ト
ル)

は
沈
床

ま
た
は
蛇
篭
に
よ
っ
て
河
岸
脚
を
固
め
、
一
割
五
分
の
法
勾
配
、
高
さ
低
水
位
以
上
九
尺
五
寸(

二
．
八
八
メ
ー
ト
ル)

ま
で
玉
石
を

積
ん
だ
。 

平
岸
村
に
一
ヶ
所
の
水
制
を
設
置
し
た
。
こ
れ
は
高
水
流
心
が
同
村
耕
地
に
向
い
衝
突
す
る
の
を
転
じ
て
、
豊
平
橋
に
向
け
て
直

行
さ
せ
、
低
水
路
の
方
向
を
平
行
に
し
て
変
移
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
沈
床
を
用
い
、
取
付
け
左
右
に
護
岸
工
を
施
す
。
そ
の
位
置
、

方
向
、
長
さ
等
は
全
体
平
面
図
に
詳
し
い
。 

以
上
が
工
事
の
要
約
で
あ
る
。
こ
こ
に
用
い
た
材
料
は
玉
石
、
割
栗
石
、
木
材
、
鉄
、
セ
メ
ン
ト
等
で
あ
る
。
石
材
だ
け
で
も
四

千
立
坪(

一
五
，
六
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル)

を
下
ら
な
い
。
割
栗
石
は
運
送
距
離
に
準
じ
、
一
立
坪(

三
．
九
立
方
メ
ー
ト
ル)

十
三
円

か
ら
十
五
円
、
玉
石
は
径
尺
に
応
じ
五
円
か
ら
七
円
ま
で
、
八
寸(

二
四
．
二
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

で
四
円
か
ら
六
円
に
な
り
、
七

寸(

二
一
．
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

で
三
円
ま
で
、
粗
朶
は
一
束
五
銭
五
厘
か
ら
九
銭
五
厘
を
超
え
ず
、
木
材
は
百
石
八
十
円
か
ら

百
二
十
円
以
下
で
あ
る
。 

こ
こ
に
使
役
し
た
人
夫
は
十
四
万
人
を
下
ら
ず
、
そ
の
賃
金
は
平
人
夫
一
人
金
三
十
五
銭
、
石
工
六
十
銭
、
大
工
五
十
銭
、
鳶
職

金
四
十
銭
で
あ
っ
た
。 

起
工
か
ら
落
成
に
至
る
ま
で
お
お
む
ね
設
計
書
の
着
手
順
序
に
従
い
諸
工
事
を
追
跡
し
て
き
た
。
は
じ
め
に
水
門
下
流
の
堤
防
の
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一
部
に
起
工
し
、
漸
次
水
門
の
左
右
に
展
開
、
水
門
の
用
材
が
だ
い
た
い
揃
う
の
を
待
っ
て
こ
の
箇
所(

水
門)

に
着
手
し
、
昨
年
十

二
月
二
十
八
日
に
至
り
山
鼻
村
の
大
湾
曲
部
の
下
流
に
お
け
る
諸
工
事
は
ほ
ぼ
竣
功
し
た
。
本
年
融
雪
出
水
に
際
し
て
市
街
地
水
害

の
災
い
を
避
け
る
た
め
、
努
力
し
て
こ
こ
ま
で
運
ん
だ
の
で
あ
る
。
本
年
は
堤
脚
が
洗
掘
さ
れ
た
箇
所
及
び
他
日
こ
れ
ら
の
災
い
が

な
く
な
り
難
い
位
置
に
沈
床
、
蛇
篭
等
を
用
い
て
根
固
工
事
を
実
施
し
、
上
流
の
字
二
股
の
護
岸
、
中
州
掘
削
、
堰
堤
布
設
な
ど
諸

工
事
を
実
施
し
た
。 

今
右
に
述
べ
た
工
事
を
略
読
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。 

堤
防 

延
長
千
八
百
八
十
六
間
五
分
八
厘 

(

三
十
一
町
四
分
四
厘
三
毛)

 
(

三
，
四
三
〇
メ
ー
ト
ル)

 

護
岸 

延
長
六
百
九
十
三
間
九
分 

 
 

 
(

十
一
町
五
分
六
厘
五
毛)

 
 
 
(

一
，
二
六
二
メ
ー
ト
ル)

 

水
門 

 
 

一
ヶ
所 

堰
堤 

 
 

四
ヶ
所 

水
制 

 
 

一
ヶ
所 

こ
の
他
、
数
種
の
仮
設
工
、
雑
工
は
省
略
す
る
。 

 

諸
工
事
の
維
持
管
理 

洪
水
時
、
堤
防
、
護
岸
の
石
垣
に
最
も
害
を
与
え
る
も
の
は
流
木
で
あ
る
。
水
流
は
河
岸
を
洗
掘
し
、
こ
こ
に
立
つ
樹
林
の
根
を

洗
い
倒
し
て
流
れ
と
と
も
に
流
す
。
し
か
も
浅
洲
あ
る
い
は
他
の
障
害
に
遭
え
ば
こ
こ
に
停
ま
っ
て
流
心
を
転
じ
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
激
流
に
漂
い
、
石
垣
、
橋
梁
等
に
衝
突
し
て
こ
れ
を
壊
す
。
何
と
か
こ
れ
を
避
け
る
に
は
、
現
在
浅
洲
に
掛
か
る
枯
木
は
で
き
る

だ
け
細
く
切
断
し
て
、
出
水
の
際
容
易
に
浮
流
さ
せ
る
か
、
ま
た
は
焼
き
捨
て
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
ず
今
回
護
岸
工
を
施

さ
な
い
箇
所
で
、
向
い
来
る
こ
れ
ら
流
木
の
起
因
と
な
る
恐
れ
の
あ
る
河
岸
は
、
こ
と
ご
と
く
立
木
を
伐
採
し
、
予
め
今
日
よ
り
こ

れ
を
防
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
山
鼻
村
以
南(

上
流)

は
純
然
と
し
た
渓
流
で
あ
る
の
で
、
両
岸
と
も
断
崖
で
容
易
に
崩
壊
す
る
恐

れ
は
な
い
が
、
山
鼻
村
か
ら
下
流
は
両
岸
と
も(

勿
論
今
回
施
工
し
な
い
と
こ
ろ
は)
こ
の
恐
れ
が
あ
る
。
よ
っ
て
少
な
く
と
も
河
岸
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沿
い
幅
七
間(

一
二
．
七
三
メ
ー
ト
ル)

は
大
き
な
立
木
を
伐
採
し
、
取
り
除
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
灌
木
、
草
根
は
か
え

っ
て
決
壊
を
防
ぐ
の
に
有
効
で
あ
る
か
ら
で
き
る
だ
け
こ
れ
を
刈
ら
ず
、
で
き
る
だ
け
こ
れ
を
補
育
す
る
の
が
よ
い
。
こ
の
先
例
と

し
て
二
股
左
岸
の
大
立
木
を
倒
し
た
。
こ
の
他
は
漸
次
災
害
に
対
す
る
緊
急
性
を
考
え
、
こ
れ
ら
に
準
じ
て
伐
木
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。 

次
は
、
市
街
引
用
の
水
量
に
適
す
る
鴨
々
水
門
の
合
掌
木
以
上
の
水
位
を
定
め
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
出
水
の
際
、
豊
平
川
本
流

は
次
第
に
増
水
す
る
に
従
っ
て
、
鴨
々
川
の
流
末
で
あ
る
創
成
川
の
流
量
と
水
門
を
通
す
流
量
を
比
べ
れ
ば
前
者
が
や
や
多
い
。
し

か
も
本
流
の
水
位
が
上
昇
す
る
の
に
応
じ
て
こ
の
差
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
。
こ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
大
体
出
水
の
際
は
降
雨
が

あ
り
、
堤
防
裏
す
な
わ
ち
鴨
々
川
流
域
の
雨
水
が
集
ま
っ
て
創
成
川
に
落
ち
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
本
流
の
漏
水
が
こ
れ
を
助
長

す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
今
こ
の
流
量
差
を
定
め
る
に
は
経
験
に
よ
る
し
か
な
い
。
こ
の
た
め
鴨
々
水
門
並
び
に
創
成
川
に
量
水

標
尺
を
設
置
し
、
信
頼
お
け
る
人
を
選
出
し
て
こ
れ
を
点
検
さ
せ
、
そ
の
日
報
に
よ
り
第
一
に
水
門
大
扉
を
閉
め
る
水
位
を
定
め
る

こ
と
と
す
る
。
当
時
平
水
時
に
水
門
合
掌
木
以
上
二
尺(

〇
．
六
一
メ
ー
ト
ル)

の
水
位
を
超
え
れ
ば
、
創
成
川
流
末
で
漲
溢(

溢
水)

し
て
苦
情
が
少
な
く
な
い
。
よ
っ
て
平
常
時
は
こ
れ
を
一
尺
五
寸(

〇
．
四
五
メ
ー
ト
ル)

と
定
め
て
門
前
の
仮
設
工
を
加
減
し
、
二

尺(

〇
．
六
一
メ
ー
ト
ル)

の
水
位
と
な
り
、
な
お
本
川
が
増
水
す
る
兆
候
が
あ
れ
ば
大
扉
を
閉
め
る
。
次
に
小
門
扉
を
開
く
回
数
は

そ
の
日
報
を
比
較
し
、
小
門
扉
か
ら
入
る
流
量
は
水
頭
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
こ
と
を
参
考
に
し
て
定
め
、
五
寸(

一
五
．
二
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル)

毎
の
水
位
に
対
す
る
小
門
扉
上
下
の
回
数
を
表
に
整
理
し
て
そ
れ
を
番
人
に
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
。 

今
般
施
工
し
た
諸
工
事
を
維
持
す
る
た
め
、
適
任
の
人
を
選
出
し
監
視
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
注
目
す
べ
き
条
項
は
次
の
通

り
で
あ
る
。 

一 

流
心
の
線
形
の
変
化
に
注
目
す
る
こ
と
。 

二 

河
底
の
石
を
動
か
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
高
水
が
容
易
に
流
心
を
変
え
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

三 

河
中
に
杭
を
打
ち
全
流
を
一
方
に
集
め
て
網
を
張
り
魚
類
を
獲
っ
た
り
、
ま
た
は
釣
を
垂
れ
る
た
め
に
護
岸
工
の
沈
圧
石

を
動
か
す
等
の
漁
業
は
厳
密
に
禁
じ
る
こ
と
と
す
る
。 
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四 

筏
を
下
す
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
と
す
る
。 

五 

流
心
が
河
岸
脚
に
接
近
し
洗
掘
の
恐
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
遠
ざ
け
る
河
道
を
開
削
す
る
こ
と
と
す
る
。 

六 

流
木
の
根
源
を
断
つ
ま
で
は
、
出
水
毎
に
こ
れ
ら
が
堤
体
に
接
す
る
こ
と
を
避
け
る
方
法
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。 

七 
や
む
を
得
ず
石
や
砂
礫
を
河
中
か
ら
取
る
必
要
が
あ
る
時
は
、
少
な
く
と
も
三
十
間(

五
四
．
五
四
メ
ー
ト
ル)

は
河
岸
脚

か
ら
離
し
、
で
き
る
だ
け
流
心
の
変
向
し
な
い
所
、
ま
た
は
変
向
が
あ
っ
て
も
支
障
の
な
い
場
所
を
選
ぶ
こ
と
と
す
る
。 

八 

堤
防
上
は
勿
論
、
河
岸
に
接
し
て
ど
こ
に
も
大
樹
を
立
た
せ
な
い
こ
と
。
大
風
が
大
樹
を
震
動
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
盤

を
動
揺
し
、
自
然
河
岸
が
柔
く
な
っ
て
雨
水
が
侵
入
す
れ
ば
崩
壊
の
恐
れ
が
あ
る
。 

九 

灌
木
、
草
根
は
で
き
る
だ
け
こ
れ
を
残
し
刈
ら
な
い
こ
と
。
か
え
っ
て
灌
木
は
前
条
の
恐
れ
を
減
ら
し
、
草
根
は
雨
水
が

土
砂
を
洗
い
流
す
の
を
防
ぐ
の
に
有
効
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

十 

堤
防
裏
二
十
間(

三
六
．
三
六
メ
ー
ト
ル)

を
離
れ
な
け
れ
ば
掘
削
し
た
り
土
砂
を
取
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
と
す
る
。
な

ぜ
な
ら
基
礎
地
盤
は
砂
礫
層
な
の
で
出
水
の
際
漏
水
が
お
び
た
だ
し
く
、
結
果
的
に
破
堤
・
浸
水
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。 

十
一 

堤
防
上
に
は
で
き
る
だ
け
柵
を
設
け
、
人
馬
の
往
来
を
多
く
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
は
堤
防
を
締
め
固
め
る
た
め
で
あ

る
。
東
京
の
墨
田
川
堤
防
の
桜
並
木
や
玉
川
上
水
の
堤
防
に
吉
野
桜
を
植
え
た
の
も
偶
然
で
は
な
く
、
皆
こ
れ
に
注
目
し
た

か
ら
で
あ
る
。 

十
二 

堤
防
上
の
石
垣
折
り
返
し
工
の
上
を
馬
車
、
牛
車
を
挽
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
石
垣
上
を
走
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

十
三 

二
股
並
び
に
水
門
前
の
仮
設
工
に
留
意
す
る
こ
と
。 

十
四 

水
門
は
コ
ー
ル
タ
ー
ル
を
用
い
て
時
々
塗
り
替
え
る
こ
と
と
す
る
。 
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一 

金
十
万
四
千
四
百
五
十
円
九
十
八
銭
三
厘 

 

費
用
総
額 

内 

訳 

金
六
万
七
千
五
百
五
十
六
円
七
十
三
銭
九
厘 

堤
防
費 

金
一
万
百
九
十
八
円
六
十
銭
五
厘 

 
 

 
 

護
岸
費 

金
五
千
七
百
六
十
四
円
七
銭
三
厘 

 
 

 
 

水
門
費 

金
八
千
四
百
三
十
円
二
十
九
銭
八
厘 

 
 

 

堰
堤
四
ヶ
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内 
金
三
千
四
百
円
六
十
八
銭
四
厘 

 
 

 
 

精
進
川
一
号 

金
二
千
九
百
七
十
二
円
三
十
一
銭
五
厘 

 
 

 
 

二
号 

 

金
千
五
百
八
十
五
円
六
十
五
銭
二
厘 

 
 

 
 

 

三
号 

金
四
百
七
十
一
円
六
十
四
銭
七
厘 

 
 

 
 

 
 

五
号 

金
一
万
円
一
銭
八
厘 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

雑
工
費 

金
七
百
十
八
円
八
十
八
銭
五
厘 

 
 

 
 

 

測
量
費 

金
百
三
十
二
円
三
十
六
銭
三
厘 

 
 

 
 

 

器
械
費 

金
千
八
十
七
円
五
十
四
銭
八
厘 

 
 

 
 

 

雑
費 

金
五
百
六
十
二
円
四
十
五
銭
四
厘 

 
 

 
 

水
制 

 
 

 
 

一 

金
十
万
六
千
四
百
十
八
円
六
十
壱
銭
八
厘 

 

予
算
額 

 

差 

引 

金
千
九
百
六
十
七
円
六
十
三
銭
五
厘 

 
 

 

残 
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解
題 

堤
防
の
位
置
は
こ
の
と
き
決
ま
っ
た 

 

豊
平
川
に
係
る
初
期
の
治
水
計
画
と
し
て
『
札
幌
縣
下
札
幌
市
街
地
水
害
防
禦
工
事
計
劃
』
と
『
豊
平
川
調
査
報
文
』
が
記
録
に

残
さ
れ
て
い
る
。 

前
者
は
、
豊
平
川
が
ほ
ぼ
未
改
修
の
状
態
に
あ
っ
た
明
治
十
六(

一
八
八
三)

年
に
策
定
さ
れ
た
も
の
で
、
市
街
地
中
心
部
の
左
岸

堤
防
と
関
連
施
設
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
は
、
北
海
道
第
一
期
拓
殖
計
画
の
一
環
と
し
て
事
業
に
着
手
し
て
い
た
石
狩

川
本
川
下
流
部
の
改
修
の
進
捗
を
見
込
み
、
大
正
四(

一
九
一
五)

年
ま
で
に
豊
平
川
下
流
部
の
新
水
路
と
主
要
区
間
の
堤
防
を
計
画

し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
開
拓
拠
点
と
し
て
形
成
過
程
に
あ
る
札
幌
市
街
地
を
続
発
す
る
水
害
か
ら
守
る
と
と
も
に
用
水
の
安

定
取
水
を
確
保
す
る
た
め
、
緊
急
対
策
と
し
て
限
ら
れ
た
区
間
の
改
修
を
調
査
計
画
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
豊
平

川
の
主
要
区
間
全
川
に
亘
る
治
水
対
策
を
調
査
計
画
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

本
編
は
、
札
幌
の
街
づ
く
り
黎
明
期
に
実
施
さ
れ
た
『
札
幌
縣
下
札
幌
市
街
地
水
害
防
禦
工
事
計
劃
』
を
中
心
に
史
料
を
追
跡
・

編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
豊
平
川
と
向
き
合
い
、
対
話
を
繰
り
返
し
な
が
ら
市
街
地
の
骨
格
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

豊
平
橋
を
は
さ
ん
で
中
心
市
街
地
側(

左
岸)

の
堤
防
を
上
流
か
ら
下
流
に
向
か
っ
て
歩
く
と
曲
り
く
ね
っ
て
い
る
。
一
方
、
対
岸

の
豊
平
側
の
堤
防
は
比
較
的
単
調
な
、
直
線
に
近
い
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
堤
防
の
〝
生
い
立
ち
〟
が
違
う
こ

と
を
実
感
す
る
。 

堤
防
が
整
備
さ
れ
る
以
前
の
豊
平
川
の
川
模
様
は
、
開
拓
使
工
業
局
が
測
量
し
た
明
治
六(

一
八
七
三)

年
当
時
の
豊
平
川
概
測
図

(

図
１)

に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
平
面
図
に
は
、
右
か
ら
左
へ
、
上
流
は
豊
平
川
扇
状
地
の
扇
頂
部
に
あ
た
る
軍
艦
岬

か
ら
、
下
流
は
今
の
Ｊ
Ｒ
函
館
本
線
鉄
道
橋
付
近
に
至
る
区
間
ま
で
、
着
色
し
た
川
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。 

流
れ
に
沿
っ
て
上
流
か
ら
見
て
い
く
と
、
軍
艦
岬
付
近
で
は
流
れ
が
二
筋
有
り
、
中
州
を
は
さ
ん
で
、
ひ
と
つ
が
南
区
川
沿
の
崖
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５町 ０ 
大中州（中島公園） 

鴨々川 

伏古川 

渡船場（豊平橋） 

大中州（中の島） 

軍艦岬 

精進川 

図１ 豊平川概測図（明治 6(1873)年 12 月調整、開拓使工業局、朱書加筆） 

下
を
左
岸
側
に
寄
っ
て
流
れ
た
流
路
、

も
う
ひ
と
つ
が
対
岸
か
ら
注
ぐ
真
駒

内
川
が
合
流
し
た
流
路
で
あ
る
。
そ

の
下
流
で
流
れ
は
右
岸
の
平
岸
台
地

に
衝
突
し
、
大
き
く
は
じ
か
れ
る
よ

う
に
左
岸
の
山
鼻
に
向
っ
て
い
る
。

こ
こ
は
現
在
山
鼻
川
が
注
い
で
い
る

箇
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
流
れ
が
山

鼻
側
に
寄
っ
た
た
め
対
岸
の
平
岸
台

地
の
崖
ま
で
の
距
離
が
遠
く
な
り
、

そ
こ
に
は
分
岐
し
た
小
さ
な
流
路
が

で
き
て
右
岸
沿
い
に
流
れ
、
そ
の
流

れ
の
途
中
に
は
右
岸
か
ら
精
進
川
が

滝
と
な
っ
て
合
流
し
て
い
る
。 

こ
の
二
つ
の
流
れ
に
囲
ま
れ
た
大

き
な
中
州
が
今
の
中
の
島
市
街
地
で

あ
り
、
中
州
が
最
も
広
い
箇
所
の
川

幅
は
当
時
七
三
〇
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
。

豊
平
川
は
、
中
の
島
市
街
地
を
含
め

た
広
い
川
幅
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。 
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次
に
、
こ
の
中
州
の
末
端
、
精
進
川
が
豊
平
川
に
注
ぐ
箇
所(

寒
地
土
木
研
究
所
付
近)

で
は
、
少
し
上
流
で
対
岸
の
市
街
地
側
に

鴨
々
川
が
分
岐
し
て
お
り
、
流
れ
は
豊
平
橋
の
上
流
で
豊
平
川
に
戻
っ
て
い
く
。
ま
た
、
そ
の
一
部
は
途
中
か
ら
さ
ら
に
別
れ
て
創

成
川
や
サ
ク
シ
ュ
コ
ト
ニ
川
の
源
と
な
る
小
川
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
鴨
々
川
に
西
側
を
囲
ま
れ
た
大
中
州
が
今
の
中
島
公
園
で
あ

り
、
当
時
の
川
幅
は
最
大
八
五
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。 

さ
ら
に
、
豊
平
橋
の
下
流
で
も
う
ひ
と
つ
大
き
く
曲
っ
た
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
曲
り
の
頂
点
か
ら
も
左
岸
側
へ
分
派
川
が
あ
る
が
、

こ
れ
が
伏
古
川(
伏
籠
川)

の
源
流
で
あ
っ
た
。
な
お
、
図
の
最
下
流
に
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
中
州
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
分
岐
し

た
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
豊
平
川
は
原
始
河
川
の
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
、
明
治
四(

一
八
七
一)

年
、
六(

一
八
七
三)

年
、
十(

一
八
七
七)

年
と

相
続
い
て
洪
水
氾
濫
が
発
生
し
て
お
り
、
街
づ
く
り
に
対
応
し
て
鴨
々
水
門
の
新
設
や
補
修
、
堤
防
盛
土
な
ど
災
害
防
止
や
利
水
の

た
め
の
事
業
が
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
明
治
十
五(

一
八
八
二)

年
四
、
五
月
に
未
曽
有
の
洪
水
が
発
生
、
こ
れ
ら
の
堤
防
、

水
門
が
壊
滅
し
、
建
設
途
上
の
新
府
・
札
幌
は
泥
海
と
化
し
た
。 

こ
の
洪
水
に
よ
る
被
害
は
過
去
最
大
と
な
り
、
北
海
道
開
拓
の
拠
点
と
し
て
の
街
づ
く
り
に
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

政
府
内
務
省
に
水
害
防
御
計
画
の
技
術
的
検
討
が
招
請
さ
れ
、
政
府
は
八
月
、
内
務
郷
山
田
顕
義
に
現
地
調
査
を
命
じ
た
。
こ
の
時

随
行
し
、
現
地
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
が
、
の
ち
に
初
代
土
木
学
会
会
長
と
な
る
、
若
き
日
の
古
市
公
威
で
あ
る
。 

古
市
は
、
安
政
元(

一
八
五
四)

年
九
月
四
日
江
戸
蠣
殻
町
姫
路
藩
中
屋
敷
に
生
ま
れ
る
。
明
治
二(

一
八
六
九)

年
開
成
学
校
（
後

の
東
京
大
学)

の
開
校(

江
戸
時
代
の
開
成
所
の
再
興)

と
同
時
に
同
校
に
入
学
。
明
治
九(

一
八
七
六)

年
フ
ラ
ン
ス
、
エ
コ
ー
ル
・
サ

ン
ト
ラ
ル
に
留
学
、
さ
ら
に
パ
リ
大
学
に
入
学
し
、
明
治
十
三(

一
八
八
〇)

年
卒
業
後
十
月
に
帰
国
し
た
。
直
ち
に
十
二
月
内
務
省

土
木
局
雇
、
翌
年
内
務
省
土
木
局
御
用
掛
に
任
ぜ
ら
れ
、
土
木
局
事
務
取
扱
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
二
十
七
才
で
あ
っ
た
。 

明
治
十
五(

一
八
八
二)

年
札
幌
市
街
地
の
水
害
防
御
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
札
幌
に
赴
任
し
て
現
地
調
査
、
計
画
策
定
、
工

事
監
理
に
携
わ
る
。
自
ら
豊
平
川
を
調
査
し
た
成
果
は
明
治
十
六(

一
八
八
三)

年
二
月
十
九
日
『
札
幌
縣
下
札
幌
市
街
地
水
害
防
禦
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工
事
計
劃
』
と
し
て
集
成
、
上
司
山
田
顕
義
に
建
議
し
た
。
前
年
八
月
か
ら
僅
か
七
ヶ
月
足
ら
ず
の
短
期
間
で
、
山
鼻
村
か
ら
豊
平

橋
ま
で
約
五
．
八
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
区
間
の
治
水
計
画
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
。 

予
算
書
を
付
し
た
計
画
書
は
、
内
務
卿
山
田
顕
義
の
発
議
に
基
づ
き
、
大
蔵
卿
松
方
正
義
経
由
で
太
政
大
臣
三
條
實
美
以
下
合
議

の
上
、
同
年
五
月
三
十
一
日
決
裁
、
工
事
実
施
が
指
令
さ
れ
た
。
六
月
直
ち
に
着
工
、
十
六
年
度
内
に
工
事
は
完
成
し
、
竣
功
式
は

明
治
十
七(
一
八
八
四)

年
九
月
二
十
日
盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
。
豊
平
川
の
水
害
防
御
対
策
に
卓
越
し
た
計
画
を
立
案
し
、
実
施
を
現

地
で
陣
頭
指
揮
し
た
古
市
は
、
完
成
を
間
近
に
控
え
た
同
年
三
月
六
日
新
潟
に
赴
き
、
信
濃
川
九
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
区
間
の
調
査
と

河
身
改
修
、
堤
防
改
築
を
盛
り
込
ん
だ
計
画
の
策
定
を
担
当
す
る
。
こ
の
計
画
も
ま
た
、
翌
十
八(

一
八
八
五)

年
直
ち
に
着
工
の
運

び
と
な
る
が
、
こ
の
た
め
豊
平
川
竣
工
式
の
工
事
報
告
は
古
市
の
代
理
と
し
て
岡
胤
信
が
行
っ
て
い
る
。 

 

『
札
幌
縣
下
札
幌
市
街
地
水
害
防
禦
工
事
計
劃
』
に
記
さ
れ
た
豊
平
川
の
計
画
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

一 

こ
の
工
事
計
画
は
、
山
鼻
村
か
ら
豊
平
橋
ま
で
の
五
．
八
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
区
間
を
対
象
に
、
水
面
勾
配
一
五
六
分
の
一
で

あ
る
豊
平
川
に
お
い
て
、
札
幌
市
街
の
洪
水
防
御
と
豊
平
川
か
ら
導
水
し
て
市
街
地
の
用
水
を
維
持
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で

あ
る
。 

二 

明
治
十
五(

一
八
八
二)

年
四
、
五
月
洪
水
は
近
年
稀
な
大
出
水
で
あ
り
、
四
月
洪
水
の
河
道
流
量
は
毎
秒
五
九
七
．
八
五
立

方
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
上
流
で
の
氾
濫
量
を
戻
し
た
流
量
は
毎
秒
七
四
七
．
二
五
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

ま
た
、
五
月
洪
水
の
実
績
河
道
流
量
は
毎
秒
六
二
〇
．
三
九
立
方
メ
ー
ト
ル
余
で
あ
る
か
ら
、
堤
防
に
よ
り
氾
濫
を
防
い
だ
後

の
洪
水
流
量
を
毎
秒
八
三
四
．
五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル(

毎
秒
三
〇
，
〇
〇
〇
立
方
尺)

と
し
て
工
事
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

洪
水
を
防
ぐ
た
め
の
堤
防
工
事
は
河
身
工
事
と
一
緒
に
国
が
行
う
。 
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札幌区豊平川の図(明治 15 年 10 月調)に加筆 

図３ 札幌市街地水害防禦工事計画 

国立公文書館(土木学会図書館) 蔵 

図２ 札幌区豊平川の図(明治 15 年 10 月調、朱書加筆) 

図 3 の範囲 

図 3 の範囲 

鴨々川 

豊平橋 

精進川 
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国立公文書館(土木学会図書館) 蔵 

図４ 堤防横断面図 

三 

鴨
々
川
が
分
派
す
る
箇
所
の
豊
平
川
は
二
筋
に
分
か
れ

て
い
る
の
で
、
右
岸
側
の
流
れ
に
低
水
堰
を
設
け
て
低
水

時
の
流
れ
を
左
岸
側
に
一
本
化
す
る
。
そ
の
河
岸
に
は
十

分
な
護
岸
工
を
施
し
、
計
画
流
路
幅
を
一
二
七
メ
ー
ト
ル 

(

七
十
間
、
対
岸
護
岸
工
と
の
距
離
、
図
３)

と
し
て
用
水

の
取
水
を
容
易
に
す
る
。
因
み
に
低
水
流
量
毎
秒
一
三
．

九
一
立
方
メ
ー
ト
ル(

毎
秒
五
〇
〇
立
方
尺)

に
対
し
、

鴨
々
川
用
水
量
は
毎
秒
五
．
五
六
立
方
メ
ー
ト
ル(

毎
秒
二

〇
〇
立
方
尺)

で
あ
る
。 

四 

取
水
口
に
改
築
す
る
鴨
々
水
門
は
堤
防
と
一
体
と
な
る

よ
う
堅
牢
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
門
扉
は
常

時
は
左
右
に
観
音
開
き
に
し
て
取
水
し
、
洪
水
時
は
閉
扉

し
た
水
門
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
基
礎
に
よ
り
洪
水
の
進
入

を
防
ぐ
。
ま
た
、
門
扉
の
下
部
に
設
け
た
小
水
門
の
開
閉

に
よ
り
洪
水
時
に
も
必
要
な
用
水
の
供
給
を
可
能
と
す
る
。 

五 

そ
の
他
所
要
の
堤
防
工
事
、
護
岸
工
事
、
豊
平
橋
の
橋 

 
 

 

台
補
強
等
を
実
施
す
る
。 

 

こ
の
計
画
・
設
計
に
よ
り
、
市
街
地
を
守
る
堤
防
は
、
図
２

に
示
す
通
り
河
岸
法
肩
に
沿
っ
て
建
設
し
、
市
街
地
の
土
地
利

用
の
拡
大
に
努
め
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
線
形
は
流
路
の
蛇
行
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国立公文書館(土木学会図書館) 蔵 

図５ 低水堰設計図 

国立公文書館(土木学会図書館) 蔵 

図６ 沈床堰、堤脚護岸、護岸工横断図 
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国立公文書館(土木学会図書館) 蔵 

図７ 鴨々水門設計図 
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豊平川堤防、鴨々川大水門の落成式(明治 17(1884)年) 

形
状
に
対
応
し
た
地
形
に
即
し
て
決
め
た
た
め
複
雑
な
曲
線
と
な
っ
て
お
り
、

現
在
の
堤
防
法
線
に
ご
く
近
い
も
の
で
あ
る
。
堤
防
の
法
先
は
破
損
し
な
い

よ
う
に
堤
脚
防
御
護
岸
、
沈
床
工
を
施
し
た(

図
４)

。 
こ
の
ほ
か
、
低
水
堰
は
、
水
路
を
左
岸
側
に
一
体
化
す
る
た
め
右
岸
側
の

流
路
に
設
け
た(

図
５)

。
流
路
を
横
断
す
る
中
填
木
柵
工
を
河
床
に
沈
設
し

て
河
床
高
を
固
定
し
た
結
果
、
河
床
が
高
く
な
り
、
流
れ
は
鴨
々
水
門
の
前

面
に
統
合
さ
れ
、
用
水
確
保
を
確
実
な
も
の
に
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
り

洪
水
時
に
水
勢
が
増
す
左
岸
側
に
は
護
岸
工
を
施
し
た(

図
６)

。 

鴨
々
水
門
も
堅
固
に
な
っ
た
。
従
前
の
水
留
め
は
角
落
し
で
あ
っ
た
か
ら

漏
水
が
多
か
っ
た
が
、
水
門
は
木
製
で
、
入
口
幅
五
．
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ

一
．
八
メ
ー
ト
ル
、
門
扉
は
二
枚
で
、
欧
州
に
見
る
運
河
の
閘
門
形
式
で
あ

り
、
左
右
に
開
閉
す
る
。
床
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
張
り
と
し
て
漏
水
を
防
い
で

い
る
。
扉
に
は
、
前
面
に
上
下
す
る
小
門
扉
を
設
け
、
洪
水
時
に
大
門
扉
を

閉
じ
て
も
、
用
水
は
滞
り
な
く
所
要
の
水
量
を
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る(

図
７)

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
当
時
最
新
の
技
術
を
駆
使
し
て
改
修
し
た
豊
平
川
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
の
維
持
管
理
を
的
確
に
行
う
よ
う
そ
の
留
意
点
を
『
諸
工

保
存
及
び
保
護
』
と
し
て
ま
と
め
、
竣
功
式
に
臨
ん
で
披
露
し
て
い
る
。
そ

の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

洪
水
時
、
堤
防
護
岸
や
橋
梁
等
に
最
も
害
を
与
え
る
も
の
は
流
木
で
あ
る



28 

か
ら
、
中
洲
に
残
る
枯
木
は
細
く
切
断
し
て
浮
流
さ
せ
る
か
焼
き
捨
て
る
べ
き
、
河
岸
の
立
木
は
河
岸
沿
い
の
一
定
幅
か
ら
は
大
き

な
立
木
を
伐
採
し
て
取
り
除
い
て
お
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
一
方
、
灌
木
、
草
根
は
決
壊
を
防
ぐ
の
に
有
効
で
あ
る
か
ら
こ
れ
ら
は

刈
ら
ず
に
補
育
す
る
の
が
よ
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
鴨
々
水
門
に
は
信
頼
で
き
る
管
理
人
を
置
き
、
設
置
し
た
量
水
標
の
観
測
に

基
づ
き
水
門
大
扉
を
閉
め
る
洪
水
位
や
水
量
補
給
の
た
め
の
小
門
扉
の
開
度
を
水
位
毎
に
定
め
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、

諸
施
設
を
維
持
す
る
た
め
、
適
任
者
を
選
ん
で
監
視
す
る
こ
と
及
び
そ
の
留
意
事
項
と
し
て
、
右
に
記
し
た
流
木
の
処
理
に
加
え
、

河
底
の
石
を
動
か
す
こ
と
、
筏
を
下
す
こ
と
、
堤
防
周
辺
の
植
樹
を
禁
じ
た
ほ
か
、
流
心
の
線
形
の
変
化
・
流
れ
を
規
制
し
て
い
る

仮
設
工
に
注
意
を
払
う
こ
と
、
流
心
が
接
近
し
洗
掘
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
の
対
策
、
河
道
や
堤
防
周
辺
の
掘
削
及
び
土
砂
・
砂
礫

採
取
の
基
準
、
漁
業
・
魚
釣
り
に
関
す
る
禁
止
事
項
、
堤
防
天
端
の
往
来
奨
励
な
ど
十
四
項
目
を
掲
げ
て
い
る
。 

こ
こ
に
は
、
〝
超
〟
急
流
河
川
で
あ
る
豊
平
川
の
維
持
管
理
を
行
っ
て
い
く
上
で
、
今
に
通
じ
る
視
点
・
事
項
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
注
目
に
値
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
開
拓
の
拠
点
と
し
て
街
づ
く
り
が
は
じ
め
ら
れ
た
当
初
か
ら
今
日
ま
で
、
豊
平
川
に
は

細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
河
川
工
事
が
完
成
し
た
後
の
豊
平
川
の
様
子
は
、
明
治
二
十
四(

一
八
九
一)

年
の
札
幌
市
街
之
図(

図
８)

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
豊
平
橋
か
ら
上
流
の
市
街
地
側
は
堤
防
が
完
成
し
て
お
り
、
そ
の
盛
土
位
置
は
河
岸
の
形
に
沿
っ

て
い
る
。
一
方
、
そ
の
当
時
、
対
岸
の
豊
平
村
側
に
は
堤
防
は
な
く
、
そ
の
整
備
は
、
昭
和
二(

一
九
二
七)

年
の
着
工
、
同
五(

一
九

三
〇)

年
の
完
成
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

両
岸
に
堤
防
が
完
成
し
て
み
る
と
、
市
街
地
側(

左
岸)

の
堤
防
は
曲
り
く
ね
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
豊
平
側(

右
岸)

の
堤
防
は
比

較
的
単
調
な
、
直
線
に
近
い
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
し
て
い
る
。
こ
の
様
子
を
最
近
の
地
形
図(

図
９)

で
見
る
と
、
堤
防
間
隔
が
広
か

っ
た
り
狭
か
っ
た
り
し
て
い
る
状
況
が
読
み
取
れ
、
蛇
が
卵
を
呑
ん
だ
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
と
例
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
岸

に
完
成
し
た
堤
防
の
間
隔
は
不
規
則
に
変
化
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
豊
平
橋
の
架
橋
位
置
の
川
幅
が
そ
の
上
下
流
に

比
べ
狭
く
、
橋
長
が
短
い
こ
と
に
加
え
、
蛇
行
し
た
豊
平
川
の
流
れ
を
尊
重
し
て
堤
防
法
線
を
決
め
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
結
果
で
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あ
り
、
豊
平
川
の
自
然
の
営
力
を
合
理
的
に
取
り
込
ん
だ
堤
防
計
画
と
い
っ
て
よ
い
。 

こ
う
し
て
、
こ
の
時
の
工
事
に
よ
っ
て
市
街
地
を
守
る
堤
防
の
線
形
が
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

因
み
に
、
図
８
に
は
、
堤
防
で
守
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
河
川
敷
地
七
五
，
七
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル(

二
三
，
三
六
〇
坪)

が
公
用

廃
止
と
な
り(

明
治
二
十(

一
八
八
七)

年)

、
か
つ
て
の
大
き
な
中
州
が
競
馬
場
や
菖
蒲
池(

貯
木
池
跡)

が
見
ら
れ
る
中
島
公
園
に
変

貌
し
、
市
街
地
の
一
角
を
形
成
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
こ
の
計
画
に
は
費
用
負
担
と
実
施
主
体
が
記
さ
れ
て
い
る
。
計
画
実
施
に
要
す
る
費
用
負
担
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
北
海

道
開
拓
政
策
の
特
異
性
に
鑑
み
、
当
時
の
本
州
の
場
合
と
は
異
な
る
形
態
で
行
わ
れ
て
お
り
、
洪
水
を
防
ぐ
た
め
の
堤
防
工
事
や
水

門
工
事(

高
水
工
事)

は
護
岸
・
水
制
工
事
等(

低
水
工
事)

と
一
緒
に
開
拓
使
直
轄
事
業
と
し
て
設
計
・
見
積
り
さ
れ
て
い
る
。 

我
が
国
の
河
川
改
修
は
、
低
水
工
事
は
国
が
行
い
、
高
水
工
事
は
府
県
や
市
町
村
が
行
う
こ
と
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
た
明
治

十
五(

一
八
八
二)

年
当
時
、
豊
平
川
の
計
画
づ
く
り
を
進
め
て
い
た
古
市
は
、
四
、
五
月
の
洪
水
に
よ
り
豊
平
川
の
既
設
小
堤
防
、

水
門
、
鴨
々
川
な
ど
が
被
災
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
堤
防
、
護
岸
、
水
門
は
一
体
と
し
て
内
務
省
が
す
べ
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
、

国
直
轄
工
事
に
よ
っ
て
水
害
防
止
を
行
う
方
式
と
し
て
計
画
を
策
定
し
た
。
豊
平
川
筋
の
工
事
費
目
論
見(

当
初
予
算)

は
、
表
１
の

通
り
約
十
万
六
千
四
百
十
八
円
で
あ
り
、
堤
防
、
護
岸
、
水
門
、
低
水
堰
、
水
制
、
沈
床
等
を
国
が
一
括
施
工
し
た
。
一
方
、
鴨
々

川
の
工
事
分
約
三
万
二
千
二
十
六
円
は
地
方
税
で
負
担
す
べ
き
も
の
と
し
て
分
け
、
札
幌
市
が
行
っ
た
。 

ま
た
、
直
轄
工
事
の
実
績
は
表
２
の
通
り
で
あ
り
、
当
初
の
目
論
見
高
に
比
較
し
て
経
費
を
節
減
し
て
竣
功
し
て
い
る
。 

 

こ
の
二
年
間
の
投
資
額
は
、
明
治
四(

一
八
七
一)

年
及
び
開
拓
使
十
年
計
画(

明
治
五(

一
八
七
二)

年
～
十
四(

一
八
八
一)

年)

期

間
中
の
全
道
の
河
川
工
事
へ
の
投
資
額
六
万
八
千
六
百
十
四
円
九
十
七
銭
九
厘(

表
３)

の
一
．
五
倍
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
就
労
者

は
延
十
四
万
人
に
達
し
た
と
さ
れ
る
。 

新
府
札
幌
の
建
設
を
進
め
る
上
で
、
豊
平
川
を
い
か
に
治
め
て
い
く
か
は
最
重
要
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
工

事
の
完
成
に
よ
っ
て
市
街
中
心
部
が
洪
水
被
害
か
ら
守
ら
れ
、
将
来
の
札
幌
発
展
が
約
束
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。 
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北大図書館北方資料室 藏 

図８ 札幌市街之図(明治 24(1891)年 5 月製図) 
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国土地理院シームレス空中写真 

図９ 現在の札幌市街地と豊平川(平成 20(2008)年撮影) 
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表２ 工事費精算書(直轄工事報告) 

総費額［合計］ 104,450 円 98 銭 3 厘  

堤防費  1,886 間 5 分 8 厘［3,430m］ 67,556 円 73 銭 9 厘  

護岸費  693 間 9 分［1,261m］ 10,198 円 60 銭 5 厘  

水門費  1 ヶ所 5,764 円 7 銭 3 厘  

堰堤［低水堰］  4 ヶ所 8,430 円 29 銭 8 厘  

水制  4 ヶ所 562 円 45 銭 4 厘  

雑工費 10,000 円 1 銭 8 厘  

測量費 718 円 88 銭 5 厘  

器械費  132 円 36 銭 3 厘  

雑費 1,087 円 54 銭 8 厘  

目論見高［当初予算］ 106,418 円 61 銭 8 厘  

差引残［余剰額］ 1,967 円 63 銭 5 厘  

 

表１ 豊平川普請目論見(当初予算) 

合計 138,445 円 26 銭 8 厘  

堤防費             1,152 間［2,074m］ 42,129 円 66 銭 4 厘  

第 1 類護岸付堤防  155 間  

第 2 類護岸付堤防  330 間  

第 3 類護岸付堤防  270 間  

沈床・合掌枠付堤防  377 間  

護岸費     1,366 間［2,483m］ 35,087 円 68 銭 6 厘  

第 1 類護岸  346 間  

第 2 類護岸  160 間  

第 3 類護岸  260 間  

粗朶護岸    700 間  

  水制費  20 間［36m］ 1,477 円 24 銭      

  沈床低水費  760 坪［2,500 ㎡］ 9,188 円 40 銭      

  低水堰費  145 間［261m］ 1,993 円 68 銭      

  水門費 4,644 円 20 銭 8 厘  

  豊平橋修繕費 2,247 円 74 銭      

  雑工予備費 9,650 円           

小計［豊平川筋］ 106,418 円 61 銭 8 厘  

  創成川修繕費［鴨々川］ 32,026 円 65 銭      

    創成川筋修繕費 22,380 円 62 銭 6 厘  

    胆振川筋修繕費 8,878 円 12 銭 4 厘  

    創成橋 767 円 90 銭      
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明治４(1871)年当時の鴨々水門 

鴨
々
水
門 

 

「
鴨
々
水
門(

現
創
成
川
樋
門)

」
は
、
中
央
区
南
十
六
条
西
四
丁
目
一
番
地
、
豊
平
川
左
岸
堤
防
に
位
置
す
る
、
豊
平
川
か
ら
鴨
々

川
へ
の
取
水
水
門(

河
川
管
理
施
設)

で
あ
る
。
平
時
は
豊
平
川
か
ら
札
幌
市
街
地
へ
分
水
し
、
洪
水
時
に
は
閉
扉
し
て
氾
濫
を
防
ぐ

機
能
を
果
た
し
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
は
明
治
の
開
拓
当
初
に
ま
で
遡
る
。 

当
時
、
水
田
用
水
、
防
火
用
水
、
工
場
用
水
、
運
河
用
水
を
合
わ
せ
た
所
要
水
量
は
毎
秒
五
十
九
個(

毎
秒
一
．
六
四
立
方
メ
ー
ト

ル)

に
達
す
る
こ
と
と
な
り
、
豊
平
川
か
ら
分
派
す
る
鴨
々
川
の
分
流
量
の
確
保
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
。
明
治
三(

一
八
七
〇)

年
、
鴨
々
川
に
は
取
入
口
の
下
流
に
寺
尾
堀
と
吉
田
堀
が
開
削
さ
れ
て
用
水
路
の
準
備
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
翌
四(

一
八
七
一)

年

七
月
、
豊
平
川
の
分
流
地
点
に
常
時
取
水
可
能
な
鴨
々
水
門
を
新
設
し
た
の
が
そ
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
の
年
発
生
し
た
洪
水
に
よ
り
鴨
々
川
の
分
派
口(

水
門
付
近)

と
落
口(

南

六
条
付
近)

か
ら
氾
濫
し
、
水
門
も
被
災
し
た
。
こ
の
洪
水
で
は
七
十
戸
が
浸
水
し
て
お

り
、
札
幌
の
総
家
屋
数
二
百
十
二
戸
、
人
口
六
百
二
十
四
人
で
あ
っ
た
当
時
で
は
そ
の

影
響
が
大
き
く
、
施
設
の
補
修
を
進
め
る
と
と
も
に
、
明
治
五(

一
八
七
二)

年
、
開
拓

使
直
轄
で
豊
平
川
に
は
じ
め
て
『
水
防
規
則
』
を
制
定
し
、
水
防
に
努
め
る
こ
と
と
な

っ
た
。 

そ
の
内
容(

現
代
語
訳)

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

水
防
規
則 

一
．
豊
平
川
が
出
水
の
時
は
、
担
当
係
官
は
担
当
外
官
職
員
、
人
夫
共
々
そ
の
場
に

駆
け
付
け
さ
せ
、
札
幌
市
消
防
規
則
に
準
じ
て
働
く
こ
と
。
そ
の
時
半
鐘
は
五
連

打
で
あ
る
。 
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二
．
ツ
ル
ハ
シ
、
唐
鍬
、
鋸
、
掛
矢
そ
れ
ぞ
れ
二
十
五
丁
、
鋤
鏈
、
竹
、
持
篭
、
ナ
タ
そ
れ
ぞ
れ
五
十
丁
、
目
篭
、
長
持
五
荷
、

木
札
五
枚
そ
し
て
鳶
口
は
消
防
器
具
置
場
に
常
備
す
る
こ
と
。 

日
頃
か
ら
戸
長
は
油
断
す
る
こ
と
無
く
修
理
を
し
て
置
き
、
出
水
の
時
は
持
ち
出
し
収
納
の
点
検
を
す
る
こ
と
。
も
し
破
損

す
れ
ば
当
分
札
幌
市
の
公
費
で
補
給
、
修
理
す
る
こ
と
。 

三
．
水
防
要
員
が
不
足
す
る
場
合
は
工
業
局
が
別
途
雇
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

四
．
出
水
の
折
、
統
率
者
は
現
地
に
て
人
々
の
救
助
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

五
．
民
事
局
官
掌
は
場
所
の
警
護
、
工
事
参
加
社
の
参
加
・
不
参
加
の
確
認
、
焚
き
出
し
の
用
意
と
す
る
。
水
防
活
動
功
労
者
、

け
が
ま
た
は
死
亡
者
が
あ
る
場
合
等
は
消
防
規
則
に
準
じ
て
処
す
る
。 

 

こ
こ
に
は
水
防
活
動
時
の
心
構
え
、
行
動
規
範
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
お
り
、
今
日
で
も
十
分
通
用
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
ま
た
、

当
時
開
拓
使
の
組
織
は
水
防
担
当
で
あ
る
拓
殖
局
の
ほ
か
庶
務
局
、
民
事
局
、
工
業
局
の
四
局
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
各
局
協
力

体
制
の
も
と
に
豊
平
川
の
水
防
活
動
に
あ
た
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
り
、
豊
平
川
の
水
防
が
札
幌
市
の
経
営
上
い
か
に
重
要
で
あ
っ

た
か
が
分
か
る
。 

続
い
て
、
明
治
六(

一
八
七
三)

年
に
も
洪
水
が
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
同
年
十
一
月
に
開
拓
使
庶
務
局
が
発
行
し
た
災
害

報
告
に
記
録
さ
れ
て
い
る(

現
代
語
訳)

。 

 

当
地
本
月(

十
一
月)

九
日
よ
り
降
雪
、
十
六
日
頃
よ
り
寒
気
は
次
第
に
募
り
、
十
八
日
に
は
寒
さ
著
し
く[

零
下]

三
十
度
ほ
ど

と
な
る
。
昨
十
九
日
午
後
五
時
頃
よ
り
南
風
が
に
わ
か
に
暖
か
く
な
っ
て
す
ぐ
に
強
雨
と
な
り
、
本
日(

二
十
日)

 

十
二
時
に
よ
う

や
く
小
降
り
に
な
っ
た
が
、
鴨
々
川
囲
い
堤
が
流
失
し
、
同
所
水
門
に
水
防
出
動
し
た
。
豊
平
川
の
一
時
の
出
水
に
よ
り
豊
平
橋

が
落
橋
し
、
鴨
々
水
門
は
修
理
中
で
あ
る
。
豊
平
橋
の
落
橋
に
つ
い
て
は
水
が
引
き
次
第
渡
船
は
可
能
だ
が
、
牛
馬
の
往
来
に
は

差
し
障
り
が
あ
る
の
で
と
り
あ
え
ず
仮
橋
を
設
置
す
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
費
用
は
五
百
円
ほ
ど
で
あ
る
。 
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北海道大学付属図書館北方資料室藏 に加筆 

図 10 豊平川水防工事図(明治 6(1873)年) 

鴨々水門 

豊平川 
精進川 

豊平橋 
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以
上
、
当
局
よ
り
報
告
す
る
よ
う
現
地
よ
り
通
達
が
あ
っ
た
の
で
上
局
へ
上
申
さ
れ
る
よ
う
申
し
入
れ
る
。 

明
治
六
年
十
一
月
二
十
日 

開
拓
使
庶
務
局 

東
京
庶
務
課
宛 

 

十
九
日
午
後
か
ら
二
十
日
午
前
ま
で
の
強
雨
に
よ
る
豊
平
川
の
被
災
に
直
ち
に
す
べ
き
事
項
対
応 

豊
平
川
仮
橋[
架
橋]

 

鴨
々
水
門
上
下
流
の
修
繕 

工
業
局
構
内
等 

水
留
め
決
壊
補
修 

以
上
三
項
目
の
費
用
見
込
み 

 

千
四
百
～
千
五
百
円 

道
路
橋
破
損
修
繕 

調
査
中 

明
春
雪
解
け
早
々
着
手
す
べ
き
も
の 

豊
平
川
市
中
囲
い
堤
防
盛
土 

 

九
十
一
万
円
の
見
込
み 

新
川
呑
口
の
補
修 

道
路
修
繕
の
方
法 

 

こ
の
洪
水
で
鴨
々
水
門
の
囲
い
堤
防
が
流
失
し
た
た
め
、
早
速
十
二
月
か
ら
分
水
一
番
堀
の
堤
防
二
百
八
十
六
間(

五
二
〇
．
〇
メ

ー
ト
ル)

と
水
門
左
右
岸(

上
下
流)

堤
防
百
間(

一
八
一
．
八
メ
ー
ト
ル)

を
築
設
し
た
。
図
10
に
赤
い
細
線
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
れ

ら
の
堤
防
は
当
時
「
大
土
塁
」
と
称
し
、
こ
れ
が
豊
平
川(

す
な
わ
ち
北
海
道)

は
じ
め
て
の
堤
防
盛
土
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
取
水
量

の
増
加
に
と
も
な
い
改
築
し
た
水
門
も
「
大
水
門
」
と
よ
ば
れ
、
明
治
九(
一
八
七
六)

年
六
月
に
は
番
人
を
常
駐
さ
せ
て
創
成
川
へ

の
導
水
量
を
管
理
す
る
ゲ
ー
ト
操
作
に
当
た
ら
せ
た
。 
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工業管理局引継書類(明治 13(1880)年)に加筆 

図 11 鴨々川大水門 

豊平川 

鴨々川 

そ
の
後
、
明
治
十(

一
八
七
七)

年
、
十
二(

一
八
七
九)

年
に
も

洪
水
が
発
生
し
て
水
門
の
補
修
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
を
明

治
十
三(

一
八
八
〇)

年
に
調
査
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
図
11

に
示
す
よ
う
に
、
鴨
々
水
門(

大
水
門)

の
前
面(

豊
平
川)

に
は
安

定
し
た
取
水
が
可
能
と
な
る
よ
う
護
岸
を
設
け
て
流
入
路
を
固
定

し
て
い
る
。
ま
た
、
水
門
の
上
下
流
、
豊
平
川
左
岸
沿
い
に
は
市

街
地
を
守
る
堤
防
が
描
か
れ
て
い
る
。
水
門
の
上
流
側(

図
の
右
側
、

図
面
外)

は
水
門
か
ら
約
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
区
間(

札
幌
南
高
等

学
校
付
近)

ま
で
、
ま
た
、
下
流
側
は
、
水
門
を
守
る
と
と
も
に
地

盤
が
低
い
鴨
々
川
周
辺
の
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
約
一
，
三
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
区
間
に
わ
た
っ
て
、
河
岸
に
近
い
低
い
所
に
堤
防
を
盛
土

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
管
理
の
た
め
、
図
に
は
堤

防
出
張
場
及
び
水
門
番
所
用
地
一
万
坪(

三
．
三
ヘ
ク
タ
ー
ル)

が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
鴨
々
川
沿
い
に
は
四
角
い
木
囲
堀

(

貯
木
場
、
今
の
菖
蒲
池)

が
二
つ
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
渇
水
時
に

水
門
か
ら
水
が
入
ら
な
い
場
合
に
備
え
る
た
め
の
溜
め
池
か
、
も

し
く
は
洪
水
時
に
混
入
し
て
く
る
土
砂
の
沈
殿
池
の
機
能
を
持
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
豊
平
川
は
流
量
変
動
が
大

き
く
、
ま
た
洪
水
時
に
は
多
く
の
土
砂
を
含
ん
だ
流
れ
が
発
生
し

て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。 
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と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
堤
防
や
水
門
の
設
置
・
維
持
、
水
門
ゲ
ー
ト
の
操
作
な
ど
は
、
す
べ
て
開
拓
使
直
轄
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て

い
た
。
本
州
の
場
合
と
は
異
な
る
河
川
工
事
、
利
水
管
理
の
施
行
形
態
が
当
初
か
ら
根
付
い
て
い
た
も
の
で
、
こ
の
直
轄
方
式
は
特

に
開
拓
・
移
住
を
奨
励
す
る
北
海
道
開
拓
政
策
の
根
幹
を
な
す
も
の
と
し
て
、
国
直
轄
に
よ
る
高
水
工
事(

洪
水
対
策)

が
明
治
四(

一

八
七
一)
年
全
国
に
先
駆
け
て
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

以
上
の
通
り
、
開
拓
使
は
、
札
幌
市
街
地
の
区
画
割
と
並
行
し
て
豊
平
川
の
氾
濫
防
止
工
事
や
利
水
事
業
を
重
要
な
事
業
と
位
置

付
け
て
い
た
。
当
時
の
治
水
工
事
は
、
新
築(

護
岸
・
水
制
、
堤
防
の
新
設)

と
重
修(

被
災
し
た
既
設
治
水
施
設
の
補
修)

に
区
分
し

て
お
り
、
市
街
地
整
備
を
最
優
先
に
し
つ
つ
も
、
被
害
の
大
き
か
っ
た
豊
平
川
の
堤
防
、
水
制
・
護
岸
の
新
設
、
補
修
工
事
に
重
点

が
置
か
れ
た
。
事
業
報
告
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
鴨
々
水
門
を
建
設
・
補
修
し
た
明
治
四(

一
八
七
一)

年
か
ら
、
開
拓
使
十
年
計
画

期
間(

明
治
五(

一
八
七
二
）
年
～
十
四(

一
八
八
一)

年)

中
毎
年
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
治
水
関
係
工
事
費
は
表
３
、
図
12
の
通
り
、

全
道
六
万
八
千
六
百
十
四
円
の
う
ち
豊
平
川
は
四
万
七
千
五
百
四
十
八
円
、
六
十
九
％
を
占
め
、
そ
の
一
割
を
超
え
る
五
千
五
百
十

円
が
鴨
々
水
門
の
建
設
費
・
補
修
費
な
ど
に
費
や
さ
れ
た
。
開
拓
の
拠
点
札
幌
の
街
づ
く
り
は
北
海
道
経
営
上
極
め
て
重
要
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
豊
平
川
の
治
水
対
策
は
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
と
り
わ
け
、
鴨
々
水
門
と
そ
の
周
辺

の
豊
平
川
の
河
道
は
、
直
後
の
明
治
十
五(

一
八
八
二)

年
洪
水
で
も
堤
防
決
壊
な
ど
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
そ
の
河
道
特
性
や
北
乃

至
北
西
に
向
け
て
傾
斜
し
て
い
る
扇
状
地
の
地
形
か
ら
も
、
中
心
市
街
地
を
壊
滅
的
な
被
害
か
ら
回
避
す
る
た
め
最
も
留
意
す
べ
き

区
間
と
さ
れ
て
き
た
。 

そ
の
後
「
鴨
々
川
大
水
門
」
は
、
札
幌
・
茨
戸
間
運
河
の
整
備
に
合
わ
せ
て
運
河
に
毎
秒
三
．
七
八
立
方
メ
ー
ト
ル
の
水
量
を
確

保
す
る
た
め
堅
牢
な
基
礎
を
持
つ
水
門
と
し
て
改
築
さ
れ
、
さ
ら
に
、
昭
和
四
十
六(

一
九
七
一)

年
に
は
「
鴨
々
樋
門
」
と
し
て
改

築
さ
れ
る
と
、
防
火
用
な
ど
最
大
毎
秒
一
．
六
四
立
方
メ
ー
ト
ル
の
取
水
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
鴨
々
水
門
の
改
築
の
歴
史
は
、
豊

平
橋
の
度
重
な
る
架
け
替
え
と
同
様
、
豊
平
川
の
急
流
・
暴
れ
川
ぶ
り
を
示
す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
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円  銭厘 

工
事
費
（
厘
） 

     明治年 

図 12 治水工事費の推移（新築・重修） 

     表３ 治水工事費の推移（新築・重修） (単位：厘) 

                     

年 次 全 道 豊平川 鴨々水門 

明治 4（1871）年 2,525,289   1,975,353   831,745   

5（1872） 3,508,098   3,093,418   600,504   

6（1873） 2,961,298   1,062,036   1,002,036   

7（1874） 3,354,015   2,849,768   642,763   

8（1875） 1,748,883   1,486,757   616,960   

9（1876） 2,236,398   1,284,059   193,236   

10（1877） 6,722,291   5,985,857   750,473   

11（1878） 14,141,297   10,850,757   517,500   

12（1879） 12,818,728   10,704,321   141,710   

13（1880） 5,314,738   3,947,642   104,740   

14（1881） 13,283,944   4,308,051   109,299   

計 68,614,979   47,548,019   5,510,966   
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そ
し
て
現
在
、
鴨
々
水
門(

現
創
成
川
樋
門)

か
ら
の
取
水
は
、
そ
の
目
的
に
茨
戸
川
浄
化
用
水
の
一
部
が
加
わ
る
こ
と
と
な
り
、

夏
季
五
月
か
ら
十
一
月
の
間
、
最
大
毎
秒
一
．
五
立
方
メ
ー
ト
ル
が
国
直
轄
管
理
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
。
豊
平
川
か
ら
分
派
し

た
豊
か
な
水
量
は
、「
茨
戸
川
清
流
ル
ネ
ッ
サ
ン
スⅡ

」
の
創
成
川
ル
ー
ト
と
し
て
、
鴨
々
川
・
創
成
川
を
通
じ
伏
籠
川
・
茨
戸
川
へ

と
導
水
さ
れ
て
お
り
、
今
も
変
わ
る
こ
と
な
く
札
幌
市
内
を
め
ぐ
っ
て
、
う
る
お
い
の
あ
る
水
環
境
を
形
成
し
て
い
る
。 

   
 

 
 創成川樋門（堤外側と堤内側） 
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豊
平
川
こ
と
は
じ
め 

 

我
が
国
の
治
水
事
業
は
、
明
治
初
期
に
近
代
的
行
政
と
し
て
の
歩
み
を
は
じ
め
て
い
る
。 

明
治
三(

一
八
七
〇)

年
民
部
省
が
『
堤
防
治
水
仮
規
則
』
を
建
議
し
た
こ
と
が
動
機
と
な
っ
て
、
翌
四(

一
八
七
一)

年
太
政
官
土

木
司
は
治
水
事
業
は
じ
め
て
の
法
規
と
な
る
『
治
水
条
目
』(

の
ち
に
『
水
理
堤
防
条
目
』)

を
制
定
・
布
達
し
た
。
さ
ら
に
、
同
六(

一

八
七
三)

年
大
蔵
省
土
木
寮
は
河
川
法
以
前
の
治
水
行
政
の
基
本
法
と
な
る
『
河
港
道
路
修
築
規
則
』
を
制
定
し
、
利
害
が
二
県
以
上

に
及
ぶ
河
川
を
一
等
河
川
と
し
、
そ
の
工
事
費
用
は
国
六
割
、
府
県
四
割
負
担
と
す
る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
た
。
当
時
の
政
策
は
、

舟
運
と
か
ん
が
い
用
水
の
取
水
の
安
定
を
図
る
た
め
、
浚
渫
や
水
制
の
設
置
な
ど
低
水
路
を
安
定
さ
せ
る
「
低
水
工
事
」
を
主
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
洪
水
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
の
堤
防
工
事
な
ど
「
高
水
工
事
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
府
県
の
責
任
で
施
工
す
る
も

の
で
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
町
村
戸
長
の
総
括
の
も
と
に
住
民
自
ら
が
行
い
、
実
施
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
洪
水

被
害
が
頻
発
す
る
河
川
を
抱
え
る
府
県
は
条
例
を
公
布
し
て
、
水
防
に
よ
る
災
害
対
策
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、
地
方
税
に
よ
る
費

用
支
弁
、
補
助
な
ど
費
用
負
担
を
規
定
し
た
。 

し
か
し
、
鉄
道
普
及
に
つ
れ
て
舟
運
は
衰
え
る
一
方
で
、
沿
川
開
発
に
と
も
な
い
洪
水
被
害
が
増
大
し
、
高
水
工
事
を
中
軸
と
す

る
政
策
が
定
着
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
明
治
十
八(
一
八
八
五)

年
、
我
が
国
の
多
く
の
河
川
で
洪
水
災
害
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、

治
水
工
事
は
主
に
舟
運
の
た
め
に
航
路
を
維
持
す
る
低
水
工
事
に
代
わ
っ
て
洪
水
氾
濫
の
防
止
を
中
心
と
す
る
堤
防
工
事
へ
と
転
換

が
図
ら
れ
、
明
治
二
十
二(

一
八
八
九)

年
の
大
日
本
帝
国
憲
法
の
発
布
以
来
進
め
ら
れ
た
近
代
的
中
央
集
権
国
家
と
し
て
の
統
一
的

法
典
整
備
の
一
環
と
し
て
、
明
治
二
十
九(

一
八
九
六)

年
政
府
内
務
省
は
河
川
法
を
制
定
し
、
洪
水
対
策
と
し
て
計
画
的
に
高
水
工

事
を
行
う
こ
と
が
本
格
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

主
な
河
川
の
政
策
の
推
移
を
概
観
す
る
と
、
淀
川
で
は
、
明
治
七(

一
八
七
四)

年
改
修
計
画
を
策
定
し
同
年
五
月
に
着
工
し
た
と

さ
れ
る
が
、
計
画
は
舟
運
の
た
め
の
低
水
路
工
事
の
み
で
あ
り
、
高
水
工
事
は
明
治
二
十
九(

一
八
九
六)

年
の
着
工
で
あ
る
。
木
曽

川
で
は
、
明
治
十
一(

一
八
七
八)

年
調
査
に
着
手
、
同
十
九(

一
八
八
六)

年
策
定
し
た
計
画
に
基
づ
き
翌
二
十(

一
八
八
七)

年
工
事
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に
着
手
し
て
お
り
、
三
川
分
合
流
の
た
め
の
締
切
堤
、
背
割
堤
、
河
口
導
流
堤
な
ど
高
水
工
事
と
砂
防
工
事
は
国
自
ら
施
工
し
た
が
、

氾
濫
防
止
の
た
め
の
堤
防
工
事
は
県
が
実
施
し
た
。
信
濃
川
は
、
古
市
公
威
が
明
治
十
七(

一
八
八
四)

年
洪
水
防
御
と
航
路
維
持
を

目
的
に
河
身
改
修
と
堤
防
構
造
の
設
計
を
行
い
、
翌
十
八(

一
八
八
五)

年
工
事
に
着
手
し
た
が
、
河
身
改
修
工
事
は
国
が
、
堤
防
工

事
は
県
が
実
施
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
我
が
国
主
要
河
川
で
は
低
水
工
事
に
加
え
て
高
水
工
事
は
明
治
二
十
年
前
後
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
が
、
高

水
工
事
の
中
心
で
あ
る
堤
防
工
事
は
県
が
施
工
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
古
市
が
堤
防
や
水
門
を
含
む
豊
平
川
の
改
修
計
画
と
し
て
策

定
し
、
明
治
十
七(
一
八
八
四)

年
に
竣
工
し
た
『
札
幌
縣
下
札
幌
市
街
地
水
害
防
禦
工
事
計
劃
』
は
、
そ
の
工
事
内
容
が
本
格
的
な

河
川
改
修
で
あ
る
か
、
緊
急
的
な
災
害
復
旧
で
あ
る
か
は
議
論
が
分
か
れ
る
に
し
ろ
、
我
が
国
に
お
け
る
〝
国
直
轄
に
よ
る
高
水
工

事
計
画
〟(

全
額
国
費
負
担
に
よ
る
国
直
轄
施
工
の
高
水
工
事
計
画)

の
先
駆
け
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
考
え
方
は
北
海
道
拓
殖
計
画
、
北
海
道
総
合
開
発
計
画
へ
と
引
き
継
が
れ
、
現
在
も
、
沖
縄
と
と
も
に
他
の
都
府
県
に
比
べ

高
い
国
費
率
・
補
助
率
を
適
用
す
る
北
海
道
特
例
と
し
て
、
社
会
基
盤
の
整
備
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。 

 

次
に
、
「
オ
ラ
ン
ダ
式
粗
朶
沈
床
工
」
を
石
狩
川
河
口
突
堤
の
設
計
や
豊
平
川
の
堤
防
保
護(

「
オ
ラ
ン
ダ
式
柳
條
結
束
工
法
」
と

呼
称)

に
適
用
し
て
北
海
道
に
導
入
し
た
の
は
、
開
拓
使
が
招
聘
し
た
外
国
人
技
術
者(

い
わ
ゆ
る
「
お
雇
い
外
国
人
」
）
の
ひ
と
り
、

オ
ラ
ン
ダ
の
河
口
改
良
水
理
工
程
師
J
・
G
・
フ
ァ
ン
・
ゲ
ン
ト(

一
八
三
三
～
一
八
八
〇
、J

o
h
a
n
 G
o
d
a
r
t
 V
a
n
 G
e
n
d
t
)

と
考
え

ら
れ
る
。 

開
拓
使
事
業
報
文
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
四(

一
八
八
一)

年
豊
平
川
に
お
い
て
「
オ
ラ
ン
ダ
式
粗
朶
沈
床
工
」
を
試
験
的
に
施
工
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
こ
の
方
法
は
ス
テ
ウ
エ
ソ
ン
氏
の
河
舡
通
書
に
載
っ
て
い
る
欧
州
ド
ナ
ウ
河
に
施
工
し
た
も
の
に
倣
い
、

図
12
の
よ
う
に
柳
条
を
編
束
し
、
こ
れ
を
川
と
平
行
に
配
置
し
、
一
列
毎
に
杭
を
打
ち
、
さ
ら
に
川
と
直
角
に
配
置
し
、
同
様
に
杭

を
打
っ
て
押
さ
え
、
そ
の
間
隙
に
土
石
を
よ
く
充
填
す
る
。
川
と
直
角
方
向
の
編
束
端
部
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
水
流
に
逆

ら
わ
ず
自
然
に
土
砂
や
草
が
付
着
し
、
さ
ら
に
堅
固
と
な
る
。
層
厚
は
所
要
の
層
数
と
す
る
。
」
、「
豊
平
川
の
堤
防
前
面
に
用
い
る
オ
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豊平川治水史  

図 12 オランダ式粗朶沈床工(豊平川) 

ラ
ン
ダ
式
柳
條
結
束
工
法
は
工
事
簡
単
に

し
て
、
国
内
各
所
の
堤
防
に
用
い
れ
ば
本

邦
従
来
工
法
に
優
る
。
」(

以
上
、
現
代
語

訳)

と
し
て
い
る
。
同
年
の
施
工
実
績
は
、

鹿
朶
積
と
し
三
箇
所
、
延
長
合
計
三
百
六

十
間(

六
五
四
．
五
メ
ー
ト
ル)

、
幅
二
．

三
間 

(

四
．
一
八
メ
ー
ト
ル)

で
あ
り
、
石

狩
川
で
も
五
十
二
間(
九
四
．
五
メ
ー
ト

ル)

試
験
施
工
し
て
い
る
が
、
こ
の
施
工
に

先
立
ち
文
献
を
紹
介
し
、
工
法
を
指
導
し

た
お
雇
い
外
国
人
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

フ
ァ
ン
・
ゲ
ン
ト
は
明
治
十
二(

一
八
七

九)

年
二
月
十
七
日
に
来
日
、
翌
十
三(

一
八
八
〇)

年
十
二
月
二
十
五
日
に
病
死
す
る
ま
で
一
年
十
ヶ
月
滞
在
し
、
主
に
航
路
維
持
の

た
め
に
石
狩
川
河
口
の
切
替
え
、
改
良
の
調
査
・
設
計
を
行
っ
た
。
河
口
改
良
の
設
計
図(

図
13)

に
は
石
狩
川
の
湾
曲
部
に
航
路
と

そ
の
両
岸
に
海
に
向
け
て
突
堤
を
配
置
し
て
お
り
、
ま
た
、
本
来
の
河
口
部
に
は
水
堤
を
設
計
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
多
層
に

積
み
上
げ
た
粗
朶
沈
床
工
が
記
さ
れ
て
お
り
、
豊
平
川
等
で
施
工
し
た
「
オ
ラ
ン
ダ
式
柳
條
結
束
工
法
」
と
同
じ
工
法
で
あ
っ
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。 

 

ま
た
、
フ
ァ
ン
・
ゲ
ン
ト
は
調
査
の
一
環
と
し
て
明
治
十
二(

一
八
七
九)
年
に
石
狩
川
の
河
口
、
茨
戸
、
江
別(

対
雁)

、
幌
向
に

水
位
観
測
所
を
設
置
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
幌
内
炭
を
運
搬
す
る
た
め
の
航
路
と
し
て
石
狩
川
を
利
用
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て

の
こ
と
で
あ
る
。
石
狩
川
に
お
い
て
、
洪
水
対
策
を
検
討
す
る
た
め
に
水
位
観
測
所
を
設
置
し
た
の
は
、
未
曾
有
の
洪
水
が
発
生
し
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図 13 ファン・ゲントの石狩河口改良設計図(明治 12(1879)年) 

北海道開発局 藏 

た
明
治
三
十
一(

一
八
九
八)

年
の
こ
と
で

あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
方
、
豊
平
川
に
お
い
て
も
南
三
条
東

五
丁
目(
豊
平
橋
付
近)

で
同
じ
く
明
治
十

二(

一
八
七
九)

年
か
ら
水
位
観
測
が
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
時
開
拓
の
拠
点

札
幌
が
度
重
な
る
洪
水
氾
濫
に
見
舞
わ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
フ
ァ
ン
・
ゲ
ン
ト
の

指
導
の
も
と
に
観
測
所
を
設
置
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。 

我
が
国
で
は
じ
め
て
量
水
標
を
設
置
し

た
の
は
、
明
治
五(

一
八
七
二)

年
五
月

C
・
J
・
フ
ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
に
よ
る
利

根
川(

江
戸
川
と
の
分
流
点)

で
あ
る
か
ら
、

石
狩
川
の
場
合
も
早
い
時
期
か
ら
観
測
が

開
始
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
特
に
、
豊

平
川
の
そ
れ
は
高
水
工
事
の
基
礎
調
査
と

し
て
設
置
し
た
も
の
と
し
て
我
が
国
に
お

け
る
嚆
矢
と
い
っ
て
よ
い
。 
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創
成
川
も
の
が
た
り 

 

創
成
川
は
石
狩
川
水
系
伏
籠
川
の
支
川
の
一
級
河
川
で
あ
り
、
中
島
公
園
を
流
れ
る
豊
平
川
の
分
派
川
・
鴨
々
川
を
源
流
に
、
札

幌
市
街
地
の
中
心
部
を
ほ
ぼ
南
北
に
流
れ
、
方
向
を
や
や
東
に
転
じ
て
伏
籠
川
に
合
流
、
そ
の
水
は
茨
戸
川
を
経
由
し
て
石
狩
川
に

注
い
で
い
る
。
長
さ
十
四
．
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
流
域
面
積
十
九
．
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
都
市
河
川
は
、
現
在
も
防
火
用
水
・

環
境
用
水
・
下
水
排
水
・
風
致
空
間
な
ど
重
要
な
都
市
機
能
を
担
っ
て
い
る
。 

 

札
幌
開
基
当
初
か
ら
東
西
区
画
の
基
線
と
さ
れ
て
き
た
創
成
川
は
、
開
拓
使
以
前
の
江
戸
時
代
末
期
に
開
墾
の
た
め
に
掘
ら
れ
た

「
大
友
堀
」
が
そ
の
起
源
で
あ
る
。 

そ
の
名
が
由
来
す
る
大
友
亀
太
郎(

一
八
三
四
～
一
八
九
七)

は
相
模
国(

神
奈
川
県
小
田
原
市)

に
農
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、

二
宮
尊
徳
の
も
と
で
学
び
、
そ
の
計
ら
い
に
よ
り
安
政
五(

一
八
五
六)

年
幕
府
の
役
人
と
し
て
函
館
奉
行
所
勤
め
と
な
っ
た
。
慶
応

二(

一
八
六
六)

年
、
今
の
木
古
内
な
ど
で
開
墾
を
実
践
し
た
経
験
を
も
と
に
反
省
点
や
こ
れ
か
ら
の
開
墾
に
必
要
な
こ
と
な
ど
を
綴

っ
た
報
告
書
『
蝦
夷
地
全
国
永
年
開
墾
見
込
書
』
を
作
成
し
た
。
こ
の
報
告
書
に
は
、
石
狩
地
方
に
御
手
作
場(

官
営
開
墾
場
。
官
に

よ
る
援
助
や
保
護
の
も
と
に
農
民
を
入
植
さ
せ
た
農
場
を
い
う
。)

を
作
り
周
辺
を
開
墾
す
る
計
画
が
提
言
さ
れ
て
お
り
、
提
言
実
現

の
た
め
「
蝦
夷
地
開
拓
掛
、
石
狩
場
所
農
夫
繰
込
取
扱
方
」
に
任
命
さ
れ
た
大
友
は
、
直
ち
に
石
狩
原
野
を
探
査
し
、
札
幌
村(

札
幌

市
東
区
元
町)

に
移
住
し
て
自
ら
開
墾
に
励
ん
だ
。 

水
田
を
作
る
に
は
用
水
が
必
要
で
あ
り
、
大
友
は
豊
平
川
の
清
澄
な
流
れ
に
着
目
し
て
そ
の
水
を
導
水
す
る
方
法
を
考
え
た
。
当

時
の
豊
平
川
の
川
筋
に
は
、
南
二
十
二
条
地
点
や
南
十
六
条
地
点
で
市
街
に
向
う
分
派
川
が
あ
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
南
十
六
条
か

ら
今
の
中
島
公
園
を
抱
え
る
よ
う
に
流
れ
る
鴨
々
川
で
あ
り
、
や
が
て
豊
平
川
に
戻
る
流
れ
の
ほ
か
に
、
一
部
は
胆
振
通(

西
二
丁
目

通)

を
流
れ
て
伏
古
川(

伏
籠
川)

に
注
ぐ
胆
振
川
な
ど
の
流
れ
と
な
っ
て
い
た
。
大
友
は
鴨
々
川
、
胆
振
川
を
切
り
替
え
て
導
水
し
、

現
在
の
テ
レ
ビ
塔
の
東
下
を
通
っ
て
ま
っ
す
ぐ
北
の
方
向
に
、
さ
ら
に
、
北
六
条
付
近
で
札
幌
村
が
あ
る
右
前
方
へ
方
向
を
変
え
て
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明治 4(1871)年の大友堀(旧札幌村) 

伏
籠
川
ま
で
堀
を
開
削
し
、
そ
の
水
を
流
し
た(

図
15)

。

今
の
南
五
条
西
二
丁
目
か
ら
北
十
三
条
東
十
六
丁
目
に
至

る
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
用
排
水
路
は
四
ヶ
月
間
を
要
し

て
慶
応
二(

一
八
六
六)

年
九
月
完
成
、
豊
平
川
の
水
が
使

え
る
こ
と
と
な
っ
た
移
住
者
は
こ
れ
を
「
大
友
堀
」
と
よ

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。 

大
友
堀
に
つ
い
て
『
札
幌
区
史
』（
札
幌
区
役
所
、
一
九

一
一
年
）
は
「
深
さ
五
尺(
一
．
五
一
メ
ー
ト
ル)

上
口
六

尺(

一
．
八
二
メ
ー
ト
ル)

下
敷
三
尺(

〇
．
九
一
メ
ー
ト
ル)

、

慶
応
三(

一
八
六
七)

年
の
移
住
農
夫
は
皆
大
友
堀
を
挟
ん

で
居
を
卜
せ
り
」
、
そ
の
ル
ー
ト
は
「
胆
振
川
よ
り
南
三
条

橋
の
下
流
に
斜
め
に
一
川
を
掘
り
、
尚
南
三
条
橋
下
を
直

線
に
北
六
条
橋
下
に
至
り
、
東
北
に
折
れ
、
東
南
に
折
れ
、

今
の
元
村
中
道
の
北
側
に
沿
い
、
今
の
札
幌
村
役
場
の
後

方
に
出
て
ゝ
伏
籠
川
に
注
げ
り
」
と
記
録
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
開
拓
使
に
よ
る
本
府
建
設
が
は
じ
ま
る
と
、

「
札
幌
未
だ
水
運
の
便
な
し
。
宜
し
く
大
友
堀
を
開
鑿
し

て
、
石
狩
川
に
通
ぜ
し
め
、
以
て
水
運
を
開
か
ば
、
甚
だ

便
利
な
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
其
地
卑
湿
に
し
て
泥
濘
深
く
、

運
河
開
鑿
の
業
容
易
な
ら
ず
。
因
っ
て
先
ず
、
一
条
の
流

水
線
を
開
き
て
、
暫
く
土
地
の
改
良
を
待
つ
べ
し
。
」
と
の
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明治 5(1872)年の大友堀(大通付近) 

佐
々
木
貫
蔵
の
建
言
が
あ
り
、「[

岩
村
通
俊
］
判
官
之
を
可
と
し
、
北
六

条
橋
下
辺
よ
り[

北
区
麻
生
付
近
の]

琴
似
川
合
流
迄
、
幅
六
尺(

一
．
八
二

メ
ー
ト
ル)

を
開
鑿
せ
し
む
」
と
し
て
、
新
た
な
水
路
の
開
削
が
は
じ
ま
る
。 

大
友
堀
開
削
の
当
初
の
目
的
は
用
水
の
供
給
と
排
水
の
処
理
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
明
治
二(

一
八
六
八)

年
、
開
拓
使
が
街
づ
く
り
に
着
手
す
る
と
、

大
友
堀
は
そ
の
直
線
部
が
街
を
東
西
に
分
け
る
区
画
の
基
線
と
さ
れ
た
ほ

か
、
新
た
な
役
割
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
鴨
々
川
か
ら

火
防
帯(

大
通
公
園)

に
防
火
用
水
を
導
水
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
次
に
、

明
治
五(

一
八
七
二)

年
、
大
友
堀
の
東
側
に
「
工
業
局
器
械
所
」
を
配
置

す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
こ
の
器
械
所
は
鍛
工
所
、
鍛
冶
場
、
製
鉄
所
、

木
工
所
な
ど
北
海
道
開
拓
に
必
要
な
鉄
工
具
、
木
材
を
生
産
す
る
工
場
で

あ
り
、
そ
の
動
力
は
水
車
、
蒸
気
エ
ン
ジ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
多
く
の

水
が
必
要
と
さ
れ
た
。
器
械
所
は
、
現
在
札
幌
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
が
位
置
す

る
創
成
川
の
東
側
に
三
丁(

三
二
七
メ
ー
ト
ル)

四
方
を
占
め
る
敷
地
を
擁

し
た(

図
14)

。
さ
ら
に
、
札
幌
へ
の
物
資
を
銭
函
か
ら
運
河
で
運
ぶ
計
画

が
構
想
さ
れ
、
明
治
四(

一
八
七
一)

年
に
は
、
石
狩
川(

現
茨
戸
川)

～
篠

路
川
～
コ
ト
ニ
川
～
大
友
堀(

現
創
成
川)

を
経
て
札
幌
ま
で
の
舟
運
が
は

じ
ま
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
水
深
を
維
持
す
る
た
め
に
新
た
な
水
量
が
必
要

と
な
っ
た
。 

水
道
用
水
、
水
田
用
水
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
防
火
用
水
、
工
場
用
水
、

運
河
用
水
を
確
保
す
る
に
は
大
友
堀
の
機
能
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
か
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開拓使工業局器械所 

新撰北海道史 

図 14 開拓使工業局器械所の配置 

 

ら
、
図
15
に
示
す
通
り
、
明
治
三(

一
八
七
〇)

年
、
取
入
口
に
あ
た
る
鴨
々
川
か
ら
南
六
条
胆
振
川
ま
で(

「
寺
尾
堀
」)

を
寺
尾
秀

三
郎
が
、
南
六
条
橋
下
か
ら
南
三
条
橋
下
大
友
堀
ま
で(

「
吉
田
堀
」
、
創
成
川
の
一
部)

を
吉
田
茂
八
が
開
削
し
て
所
要
の
流
路
を
確

保
し
た
。
ま
た
、
北
六
条
か
ら
ま
っ
す
ぐ
北
進
し
て
北
区
麻
生
付
近
の
琴
似
川(

現
旧
琴
似
川)

に
至
る
水
路(

「
寺
尾
堀
」)

の
開
削

を
寺
尾
秀
三
郎
等
が
請
負
っ
た
。 

  

  



49 

 

凡  例 
 

大友堀 

胆振川 

吉田堀 

寺尾堀 

琴似新川 

札幌・茨戸間運河 

花畔・銭函間運河 

鴨々水門 

大正 15(1926)年帝國図に加筆 

図 15 堀・運河の開削 
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北海道行政資料録  

図 16 札幌市街概図(明治 14(1881)年) 
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「札幌市史」（政治行政篇） 

図 17 石狩國札幌市街之圖(明治 15,6(1882,3)年頃) 
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初代創成橋(明治 4(1871)年撮影)       北海道大学付属図書館 藏 
後方は官吏などの宿泊施設だった札幌本陣       (北海道新聞から転写) 

こ
の
結
果
、
図
16
に
示
す
通
り
、
鴨
々
川
は
大
通
ま
で
二
筋
の
流
れ
と
な

っ
た
。
防
火
用
水
、
工
場
用
水(

北
海
道
初
の
工
業
用
水
道)

は
取
水
口
か
ら

寺
尾
堀
・
胆
振
川
を
通
じ
て
供
給
さ
れ
た
。
当
時
、
ア
メ
リ
カ
の
首
都
ワ
シ

ン
ト
ン
の
街
路
に
州
名
を
用
い
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
か
、
札
幌
の
通

り
は
北
海
道
の
国
郡
名
を
も
っ
て
名
付
け
て
お
り
、
現
在
は
暗
渠
と
な
っ
て

い
る
が
、
胆
振
通(
現
西
二
丁
目
通)

を
流
れ
る
川
を
胆
振
川
と
称
し
て
い
た
。

胆
振
川
の
流
れ
は
大
通
で
東
に
転
じ
、
創
成
川
を
水
路
橋
で
渡
っ
て
工
場
に

至
る
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
一
方
、
水
道
用
水
、
水
田
用
水
、
運
河
用
水
は
吉

田
堀
に
導
い
て
水
量
を
確
保
し
、
大
友
堀
、
寺
尾
堀
を
通
じ
て
琴
似
川
ま
で

水
量
が
補
給
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

大
友
堀
に
は
じ
ま
る
こ
の
水
路
は
、
開
拓
使
に
よ
る
こ
れ
ら
一
連
の
工
事

が
完
成
し
た
明
治
七(

一
八
七
四)

年
七
月
、「
創
成
川
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
名
の
由
来
は
、
開
拓
判
官
岩
村
通
俊
が
札
幌
市
街
の
区
画
の
起
点

と
な
る
南
一
条
通
に
架
か
る
橋
を
「
創
成
橋
」
と
命
名
し
た
こ
と
に
因
ん
だ

も
の
と
さ
れ
る
。 

こ
の
時
豊
平
川
か
ら
の
取
水
口
に
水
門
を
整
備
し
、
番
人
を
置
い
て
流
水

を
調
節
し
た
。
「
鴨
々
水
門
」(

現
創
成
川
樋
門)

の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
北
海
道
庁
時
代
と
な
っ
た
明
治
十
九(

一
八
八
六)

年
か
ら
二
十

三(

一
八
九
〇)

年
に
か
け
て
、
寺
尾
堀
の
先
を
北
へ
向
け
て
開
削
を
進
め
、

創
成
川
は
北
区
麻
生
の
琴
似
川
か
ら
石
狩
河
畔
の
茨
戸
ま
で
一
直
線
に
延
伸

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
水
路
は
札
幌
原
野
開
墾
の
一
環
と
し
て
沿
川
の
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排
水
を
目
的
と
し
て
開
削
さ
れ
た
も
の
で
、
当
初
「
琴
似
新
川
」
と
よ
ば
れ
た
。 

一
方
、
旧
大
友
堀
は
、
大
正
十
四(

一
九
二
五)

年
に
は
鉄
北
地
区
再
開
発
に
よ
り
北
六
条
以
東
の
下
流
部
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
市

街
地
直
線
部
に
わ
ず
か
に
そ
の
面
影
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。 

 

現
在
の
創
成
川
の
原
形
が
で
き
あ
が
っ
た
の
は
こ
の
用
排
水
路
に
運
河
機
能
が
備
わ
っ
た
と
き
で
あ
る
。 

札
幌
周
辺
に
お
け
る
交
通
路
の
整
備
と
し
て
、
明
治
十
三(

一
八
八
〇)

年
小
樽(

手
宮)

・
札
幌
間
に
鉄
道
が
開
通
し
、
さ
ら
に
明

治
十
五(

一
八
八
二)
年
内
陸
の
幌
内(

三
笠
市)

ま
で
延
長
さ
れ
た
。
こ
の
鉄
道
は
幌
内
の
石
炭
を
小
樽
に
運
び
船
積
み
す
る
目
的
で

開
設
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
入
植
者
や
そ
の
荷
物
を
運
ぶ
に
は
運
賃
が
高
く
入
植
給
付
金
で
は
利
用
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。 

明
治
二
十
五(

一
八
九
二)
年
第
四
代
北
海
道
庁
長
官
に
就
任
し
た
北
垣
国
道
は
、
札
幌
な
ど
内
陸
の
新
し
い
交
通
手
段
と
し
て
水

運
を
利
用
す
る
た
め
運
河
の
開
削
を
提
唱
し
た
。
明
治
二
十
六(

一
八
九
三)

年
千
歳
川
筋
の
「
幌
向
運
河
」
、
「
馬
追
運
河
」
に
着
工

し
、
二
十
八(

一
八
九
五)

年
完
成
し
た
の
が
そ
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
入
植
者
の
足
と
し
て
、
ま
た
、
農
産
物
の
運
搬
路

と
し
て
内
陸
開
拓
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。 

一
方
、
札
幌
は
北
海
道
開
拓
の
拠
点
で
あ
り
、
生
活
用
品
の
ほ
か
工
場
製
材
な
ど
多
量
の
貨
物
の
運
搬
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
が
、

鉄
道
は
石
炭
用
に
使
わ
れ
、
道
路
は
ぬ
か
る
み
で
馬
車
運
搬
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、「
札
幌
・
茨
戸
間
運
河
」
、「
花

畔
・
銭
函
間
運
河
」
開
削
に
よ
る
水
運
の
利
用
が
構
想
さ
れ
た
（
図
15
、
図
18
）
。
海
路
小
樽
に
運
ば
れ
て
き
た
貨
物
は
、
一
度
艀

に
積
み
換
え
て
地
上
に
荷
上
げ
す
る
と
、
汽
車
に
し
ろ
馬
車
運
搬
に
し
ろ
さ
ら
に
も
う
一
度
荷
積
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
ま
ま
艀
を
銭
函
に
曵
航
し
運
河
に
入
れ
ば
、
十
石
舟
に
一
度
積
み
換
え
る
だ
け
で
札
幌
に
荷
上
げ
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

新
た
な
交
通
手
段
の
開
設
に
向
け
て
二
つ
の
運
河
は
明
治
二
十
八(
一
八
九
五)

年
に
着
工
し
、
三
十(

一
八
九
七)

年
同
時
に
完
成
し

た
。 

 

こ
れ
ら
北
垣
長
官
が
提
唱
し
た
運
河
構
想
の
整
備
は
、
北
海
道
庁
岡
﨑
文
吉
技
手(
当
時)

の
本
格
的
な
初
仕
事
で
あ
っ
た
。 
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明治 30(1897)年頃の創成川と豊平館 

岡
﨑
文
吉(

一
八
七
二
～
一
九
四
五)

は
、
岡
山
藩
士
族
の
長
男
と
し

て
岡
山
城
下
に
生
ま
れ
、
札
幌
農
学
校
工
学
科
第
一
期
生
と
し
て
廣
井

勇
教
授(

当
時)

ら
に
学
ぶ
。
明
治
二
十
六(

一
八
九
三)

年
、
札
幌
農
学

校
助
教
授
の
傍
ら
北
海
道
庁
技
手
を
兼
任(

翌
年
、
北
海
道
庁
技
手
に
任

命
さ
れ
、
札
幌
農
学
校
助
教
授
を
兼
任)

し
、「
札
幌
・
茨
戸
間
運
河
」
・

「
花
畔
・
銭
函
間
運
河
」
の
設
計
・
監
理
等
を
担
当
し
た
。 

明
治
二
十
八(

一
八
九
五)

年
、
設
計
者
と
し
て
平
面
図
と
と
も
に
新

聞
紙
上
に
発
表
し
た
談
話
解
説
に
は
、
札
幌
・
茨
戸
間
「
開
設
の
目
的

は
、
排
水
の
用
を
な
す
の
外
、
航
路
を
開
き
、
水
量
の
許
す
限
り
は
灌

漑
に
供
し
、
且
つ
水
力
を
利
用
す
る
に
あ
り
。
」
と
あ
り
、
ま
た
、
茨
戸
・

銭
函
間
「
開
鑿
の
目
的
は
、
運
輸
及
び
排
水
を
以
て
主
と
な
せ
と
も
、

水
量
の
許
す
限
り
は
、
箇
所
に
因
り
需
要
に
よ
り
灌
漑
に
供
し
、
且
つ

水
力
を
利
用
す
る
に
あ
り
。
」
と
、
い
ず
れ
も
水
力
利
用
の
将
来
構
想
に

ま
で
言
及
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
貢
献
に
よ
り
明
治
二
十
九(

一
八
九
六)

年
、
北
海
道
庁
技

師
に
任
命(

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理
黒
田
清
隆
宣)

、
高
等
官
七
等
に

叙
せ
ら
れ
、
以
後
高
等
官
と
し
て
あ
る
い
は
治
水
の
研
究
者
と
し
て
、

豊
平
橋(

鋼
鉄
製)

架
橋
、
原
始
河
川
石
狩
川
の
調
査
・
計
画
策
定
、
護

岸
工
法
の
開
発
（
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
で
は
現
在
も
岡
﨑
の
発
想
に
よ
る
護

岸
工
法
が
施
工
さ
れ
て
い
る
。
）
、
満
州
遼
河
の
改
修
な
ど
に
大
き
な
功

績
を
残
し
た
。 
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表４ 運河の通船度数と貨物数(明治 34(1901)年) 

運河名 通船度数 貨物個数 

札幌・茨戸間運河 1,253 24,711 

花畔・銭函間運河 1,450 50,477 

 

 

運河線平面図 明治二十八年三月(北海道開発局 藏)に加筆 

青字はこの平面図(当初設計)に記されている設計時の位置(変更分)を示す 

図 18 運河施設位置図 

舩入場 

第四号閘門 
舩避場 

第三号閘門 

水路閣 

第二号閘門 

第壱號閘門 

防水門 

第七号閘門 

第五号閘門 

第四号閘門 

第三号閘門 

第二号閘門 

第壱号閘門 

舩入場 

第六号閘門 

第四号閘門 

第三号閘門 

第二号閘門 

第八号閘門 
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「札幌茨戸間運河および花畔銭函間運河についての一考察」から引用、加筆 

図 19 札幌茨戸間運河縦断図(推定) 

防水門 

 

 
 

m 

図
18
の
原
図
は
明
治
二
十
八
年
三
月
の
運
河
線
平
面

図
で
あ
り
、
当
初
設
計
の
施
設
と
そ
の
位
置
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
実
施
に
あ
た
っ
て
は
設
計
変
更
が
行
わ

れ
た
よ
う
で
あ
り
、
完
成
し
た
施
設
の
位
置
は
赤
字
で
加

筆
し
た
通
り
で
あ
る
。
北
十
九
条
辺
り
に
あ
っ
た
閘
門
跡

(

写
真)

は
当
初
設
計
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
、
閘
門
の
位

置
や
落
差
を
現
地
状
況
に
対
応
し
て
変
更
し
た
結
果
、
札

幌
茨
戸
間
運
河
の
閘
門
数
は
末
端
の
閘
門
を
防
水
門
に
変

更
し
た
こ
と
に
よ
り
八
基
か
ら
七
基
に
な
っ
た
も
の
と
推

定
さ
れ
る
。
図
19
は
そ
の
縦
断
形
状
を
推
定
し
た
も
の
で

あ
る
。 

 

「
花
畔
・
銭
函
間
運
河
」
に
は
、
交
通
路
と
し
て
の
機

能
の
ほ
か
に
沿
川
の
排
水
効
果
も
期
待
さ
れ
た
。
銭
函
に

は
長
さ
二
百
八
十
尺(

八
四
．
八
五
メ
ー
ト
ル)

、
幅
百
五

十
尺(

四
五
．
四
五
メ
ー
ト
ル)

の
舩
入
場
を
設
け
て
貨
物

の
積
み
換
え
を
行
っ
た
。
運
河
は
延
長
三
里
二
十
六
町
余

(

一
四
，
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル)

、
幅
十
二
尺(

三
．
六
四
メ
ー

ト
ル)

 

、
水
深
三
尺
五
寸(

一
．
〇
六
メ
ー
ト
ル)

と
し
、

水
面
差
を
調
節
し
て
通
航
を
確
保
す
る
た
め
、
四
箇
所
に

閘
門(

長
さ
五
十
尺(

一
五
．
一
五
メ
ー
ト
ル)

、
幅
十
二
尺 



57 

 

茨戸札幌間運河の閘門跡  札幌市公文書館 藏 
(北 19 条付近、昭和 36(1961)年撮影) 

花畔銭函間運河銭函舩入場 京都府立京都学・歴彩館 藏 

岡﨑文吉技師 
(当時)筆の裏書 茨戸札幌間運河第壱号閘門  京都府立京都学・歴彩館 藏 
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(

三
．
六
四
メ
ー
ト
ル)

)

を
設
置
し
た
。
そ
の
う
ち
石
狩
川
と
の
分
岐
点
花
畔
の
閘
門
は
、
石
狩
川
の
洪
水
が
入
ら
な
い
よ
う
防
水
門

の
機
能
を
兼
ね
備
え
て
い
た
。
ま
た
、
狭
い
運
河
を
上
り
下
り
す
る
船
の
待
避
場
所
と
し
て
避
舩
場
を
設
け
た
ほ
か
、
運
河
は
途
中

幹
線
大
排
水(

新
川)

を
水
路
橋(

水
路
閣)

で
跨
い
で
お
り
、
水
量
確
保
の
た
め
こ
こ
で
堰
上
げ
引
養
し
た
水
は
、
一
方
は
銭
函
か
ら

海
へ
、
他
方
は
花
畔
か
ら
石
狩
川
へ
と
分
水
利
用
さ
れ
た
。 

舟
は
、
花
畔
で
一
度
石
狩
川(

茨
戸
川)

に
出
て
約
四
，
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
上
り
、
茨
戸
で
「
札
幌
・
茨
戸
間
運
河
」
に
入
る
。 

「
札
幌
・
茨
戸
間
運
河
」
は
、「
琴
似
新
川
」
を
さ
ら
に
掘
っ
て
、
長
さ
二
里
二
十
五
町
余(

一
〇
，
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル)

、
幅
四
間

(

七
．
二
七
メ
ー
ト
ル)
、
水
深
四
尺(

一
．
二
一
メ
ー
ト
ル)

と
し
、
舟
が
緩
や
か
な
流
れ
の
な
か
を
上
り
下
り
で
き
る
よ
う
、
閘
門(

長

さ
七
十
尺(

二
一
．
二
一
メ
ー
ト
ル)

、
幅
十
八
尺(

五
．
四
五
メ
ー
ト
ル)

)

七
基
に
よ
り
水
位
を
調
整
す
る
こ
と
と
し
た
。
石
狩
川
へ

の
合
流
点
茨
戸
に
は
石
狩
川
の
洪
水
が
入
ら
な
い
よ
う
閘
門
に
代
え
て
防
水
門
を
設
置
し
た
。
そ
し
て
、
札
幌
に
は
北
六
条
の
北
海

道
製
麻
株
式
会
社(

当
時)

や
札
幌
駅
に
近
い
箇
所
に
長
さ
二
百
五
十
尺(

七
五
．
七
五
メ
ー
ト
ル)

、
幅
六
十
尺(

一
八
．
一
八
メ
ー
ト

ル)

の
舩
入
場
を
設
け
て
荷
役
場
と
し
た
。 

こ
れ
ら
運
河
の
供
用
に
際
し
て
北
海
道
庁
が
公
布
し
た
『
運
河
取
締
規
則
』(

明
治
三
十(

一
八
九
七)

年
十
一
月
二
十
五
日
付
庁
令

七
十
号)

に
よ
れ
ば
、
通
航
可
能
な
舟
の
大
き
さ
は
運
河
ご
と
に
定
め
ら
れ
、「
花
畔
・
銭
函
間
運
河
」
で
は
長
さ
五
十
尺(

一
五
．
一

五
メ
ー
ト
ル)

)

、
幅
当
分
の
間
五
尺(

一
．
五
二
メ
ー
ト
ル)

、
吃
水
二
尺
五
寸(

〇
．
七
六
メ
ー
ト
ル)

以
内
、「
札
幌
・
茨
戸
間
運
河
」

で
は
長
さ
五
十
尺(

一
五
．
一
五
メ
ー
ト
ル)

)

、
幅
十
尺(
三
．
〇
三
メ
ー
ト
ル)

、
吃
水
三
尺(

〇
．
九
一
メ
ー
ト
ル)

以
内
に
制
限
さ

れ
た
。
従
っ
て
、
通
航
は
せ
い
ぜ
い
十
石
舟
ま
で
で
あ
っ
た
。 

 

明
治
三
十(

一
八
九
七)

年
十
月
二
十
一
日
二
つ
の
運
河
は
竣
功
式
を
迎
え
、
銭
函
か
ら
札
幌
ま
で
船
上
八
時
間
で
貨
物
は
届
く
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
石
狩
川
に
は
河
口
か
ら
滝
川
ま
で
水
運
が
拓
か
れ
て
い
た
か
ら
、
内
陸
開
拓
の
人
の
往
来
、
貨
物
の
運
搬
は

茨
戸
で
乗
り
換
え
て
内
陸
に
向
う
こ
と
と
な
り
、
茨
戸
は
殷
賑
を
極
め
た
。
表
４
に
示
す
通
り
、
明
治
三
十
四(

一
九
〇
一)

年
に
は
、

運
搬
船
往
来
の
約
八
十
五
％
、
運
搬
貨
物
の
約
五
十
％
が
札
幌
へ
向
か
い
、
他
は
内
陸
地
へ
と
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 
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札北馬鐵株式會社 茨戸停車場 

（右は創成川と乗船場） 

な
お
、
創
成
川
の
舟
運
は
、
札
幌
市
街
軌
道
株
式
会
社(

札
北
馬
鐵
株
式

會
社)

が
札
幌
・
茨
戸
間
に
馬
車
鉄
道(

通
称
〝
馬
鉄
〟
、
二
、
三
十
人
乗
、

所
要
一
時
間
半
、
運
賃
二
十
銭)

を
開
通
さ
せ
た
明
治
四
十
四(

一
九
一
一)

年
以
降
、
次
第
に
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。 

 

創
成
川
は
、
開
削
・
拡
幅
さ
れ
た
当
初
か
ら
洪
水
対
策
と
し
て
実
施
さ

れ
た
護
岸
工
事
に
よ
り
流
路
が
維
持
さ
れ
、
そ
の
時
々
の
要
請
に
対
応
し

て
多
様
な
機
能
を
果
た
し
つ
つ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
間
、
昭
和
十

四(

一
九
三
九)

年
に
は
風
致
地
区
に
指
定
さ
れ
た
が
、
両
岸
に
街
路
樹
や

遊
歩
道
を
整
備
し
て
景
観
保
全
に
努
め
た
の
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
後
も
都
市
の
用
排
水
機
能
を
担
い
な
が
ら
貴
重
な
都
市
空
間
と

し
て
活
用
さ
れ
て
お
り
、
市
街
中
心
部
は
両
岸
を
幹
線
道
路
に
利
用
さ
れ

る
一
方
、
近
年
ア
ン
ダ
ー
パ
ス
の
整
備
に
と
も
な
い
新
た
な
水
辺
環
境
が

創
出
さ
れ
、
現
在
は
「
創
成
川
公
園
」
と
し
て
市
民
や
観
光
客
に
親
し
ま

れ
る
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
鴨
々
水
門(

現
創
成
川
樋
門)

か
ら
は
、

新
た
に
茨
戸
川
浄
化
の
た
め
の
環
境
用
水
の
一
部
が
導
水
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
豊
か
な
流
れ
が
水
と
緑
の
交
流
・
憩
い
の
場
を
提
供
し
て
い
る
。 
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創成川河畔の縁日 
  (北海道新聞から転写) 

昭和 33(1958)年撮影の創成川河畔に

は北海道神宮例祭の縁日が立っている。

南 1 条以南の河畔が主会場だった当時、

サーカス小屋や露店が立ち並び、市民で

賑わった。 

写真にはサーカス小屋の火事が捉え

られており、多くの負傷者を出したこの

惨事をきっかけに昭和 35(1960)年から

中島公園に会場を移転した。 

 
 

昭和初期の創成川 
         「札幌市史」(政治行政篇) 

大通西 1 丁目、現在のテレビ塔の南側

に立つ札幌市消防本部の望楼は、昭和

2(1927)年から昭和 40(1965)年まで市民

に親しまれた。 
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大正初期の創成橋               札幌市公文書館所 藏 
明治 43(1910)年石橋に架け替え            (北海道新聞から転写) 

現在の創成橋 
河川改修・公園整備後アーチ橋として復元され、東(右岸)下流には「札幌建設の地碑」、

「北海道里程元標」が、西(左岸)下流には「大友亀太郎像」が配置された。 
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創成川公園(南一条)の大友亀太郎像と｢そうせい橋｣門柱 

 

像は当初、創成川畔

(北 1 条西 1 丁目)に建

設されたが、創成川の

改修にともない現在

地(南 1 条西 1 丁目)に

移設された。 
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札
幌
街
づ
く
り
の
は
じ
ま
り 

 
札
幌
の
街
づ
く
り
は
、
北
海
道
開
拓
の
拠
点
と
し
て
、
明
治
時
代
に
は
じ
ま
る
。 

幕
末
以
来
、
箱
館[

函
館]

は
江
戸
幕
府
奉
行
所
の
所
在
地
で
あ
り
、
ま
た
開
港
地
と
し
て
行
政
・
商
業
を
担
う
蝦
夷
地
の
中
心
都

市
で
あ
っ
た
が
、
蝦
夷
地
を
全
面
的
に
開
拓
し
、
ま
た
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
に
対
応
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
く
る
と
、
地
理
的
位
置

が
不
備
な
こ
と
か
ら
蝦
夷
地
の
中
心
部
に
全
島
を
統
轄
す
る
本
府
の
建
設
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

こ
れ
よ
り
先
、
天
明
五(
一
七
八
五)

 

年
に
蝦
夷
地
を
探
検
し
た
山
口
鉄
五
郎(

生
年
不
明)

は
石
狩
の
地
を
指
し
て
、
こ
れ
を
「
相

開
く
る
の
後
は
、
国
の
府
と
も
な
す
べ
き
所
な
り
」
と
述
べ
、
ま
た
、
文
化
四(

一
八
〇
七)

年
西
蝦
夷
地
を
巡
視
し
た
近
藤
重
蔵(

一

七
七
一
～
一
八
二
九)

は
石
狩
原
野
を
も
っ
て
本
島
経
営
の
中
心
地
と
し
て
鎮
府
の
建
設
を
建
言
し
て
い
る
。 

松
浦
武
四
郎(

一
八
一
八
～
一
八
八
八)

も
近
藤
重
蔵
の
献
策
を
と
り
あ
げ
て
札
幌
が
最
も
適
地
で
あ
る
と
し
、
安
政
四(

一
八
五

七)

年
箱
館
奉
行
に
対
し
「
札
幌
樋
平(

ト
イ
ヒ
ラ)

の
辺
り
ぞ
、
大
府
を
置
の
地
な
る
べ
し
」
と
具
申
し
た
。
「
札
幌
樋
平
の
辺
り
」

と
は
サ
ッ
・
ポ
ロ
・
ペ
ッ(

乾
い
た
・
大
き
な
・
川)

の
ト
イ
・
ピ
ラ(

く
ず
れ
た
・
崖)

の
こ
と
で
、
渡
船
場
を
設
け
た
豊
平
川
の
河

岸
の
地
名
を
指
し
て
い
る
。
蛇
足
な
が
ら
、
こ
の
渡
船
場
を
守
り
渡
守
を
し
た
の
が
信
州
生
ま
れ
の
浪
人
で
、
札
幌
の
和
人
定
住
者

第
一
号
と
さ
れ
る
志
村
鐵
一(

鐵
市
と
も
書
く)

で
あ
る
。
現
在
、
豊
平
橋
の
す
ぐ
そ
ば
の
橋
台
小
公
園
に｢

札
幌
開
祖
志
村
鐵
一
碑｣

が
建
っ
て
い
る
。
ま
た
、
武
四
郎
は
『
西
蝦
夷
日
誌
』
の
な
か
で
、
こ
の
地
を
畿
内
に
例
え
て
「
此
辺[

サ
ッ
ポ
ロ]

に
府
を
立
ま
ほ

し
く
思
ふ
。
左
候
は
ゞ
石
狩
を
大
坂[

大
阪]

と
し
、
津
石
狩[
対
雁]

を
伏
見
と
見
、
川
筋
三
里
を
上
り
爰(

こ
こ)

に
府
を
定
め
、
銭

箱[

銭
函]

・
小
樽
を
尼
崎
・
西
宮
と
し
、
手
宮
に
沖
口[

港]

を
立
て
、
後
年
兵
庫
・
神
部[

神
戸]

に
比
さ
ん
と
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

開
拓
判
官
岡
本
監
輔(

一
八
三
九
～
一
九
〇
四)

も
ま
た
石
狩
を
根
拠
地
と
す
べ
き
こ
と
を
建
言
し
て
い
る
。 

 

明
治
政
府
は
こ
う
し
た
先
覚
者
の
言
を
と
り
あ
げ
て
石
狩
に
本
府
を
建
設
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
現
地
に
遣
わ
さ
れ
た
主
席
判
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札幌開祖吉田茂八碑 
豊平橋左岸下流の橋台小公園にある碑

には、｢南部に生まれ、安政 2(1855)年亀

谷丑太郎に従い渡道、同 4(1857)年石狩

調役荒井金助の命により、豊平川右岸の

渡守志村鉄一の話相手として左岸の渡守

となり札幌開拓に寄与した先住者であ

る。資性温厚にして豪胆、狩猟を得意と

し後年創成川の南三条より南六条に至る

間の掘割工事を請負う。これを吉田堀と

も言う。｣と記されている。 

札幌市長板垣武四書。 

官
島
義
勇(

よ
し
た
け
、
一
八
二
二
～
一
八
七
四
、
号
は
楽
斎)

は
、
明
治
二(

一
八
六
八)

年
十
月
銭
函
に
仮
役
所
を
設
け
、
札
幌

札幌開祖志村鐵一碑 
豊平橋右岸上流の橋台小公園にある碑

には、｢信州の剣客にして石狩調役荒井金

助氏の招きに応じ安政 4(1857)年に移住

して幕命を受けて豊平川渡守となり駅逓

を兼ねる｣と記されている。 

昭和 42(1967)年 7 月、豊平橋の改築に

より、住宅遺跡である 120ｍ下流から現在

地に移転。 

北海道帝国大学総長佐藤昌介揮毫。 
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北海道神宮から札幌の街を望む島義勇像 

に
お
い
て
本
府
建
設
に
着
手
し
た
。
こ
れ
に
際
し
て
島
は
、
現
在
の
北
海
道
神
宮
裏
参
道
の
小
高
い
丘(

コ
タ
ン
ベ
ツ
の
丘)

に
登
っ

て
眼
下
一
帯
に
広
が
る
扇
状
地
を
眺
め
、
本
府
の
位
置
と
市
街
地
区
画
を
構
想
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 
島
義
勇
は
、
文
政
五(

一
八
二
二)

年
九
月
十
二
日
佐
賀
城
下
精
小
路
に
肥
後
藩
士
の
長
男
と
し
て
誕
生
、
名
君
と
し
て
名
高
い
肥

前
藩
主
・
鍋
島
直
正(

一
八
一
四
～
一
八
七
二
、
号
は
閑
叟)

の
薫
陶
を
受
け
て
弘
道
館
に
学
び
、
諸
国
を
遊
学
し
て
見
聞
を
広
め
た
。

藩
主
直
正
の
外
小
姓
と
な
っ
た
の
ち
、
安
政
三
～
四(

一
八
五
六
～
一
八
五
七)

年
命
に
よ
り
蝦
夷
地
・
樺
太
を
調
査
し
、
『
入
北
記
』

を
著
す
。 

一
方
、
肥
前
藩
は
早
く
か
ら
長
崎
警
備
を
担
当
し
海
外
情
勢
に
も
通
じ
て
い
た
か
ら
、
艦
船
保
有
、
反
射
炉
建
設
、
大
砲
鋳
造
所

設
置
、
砲
台
整
備
な
ど
最
新
の
武
力
を
保
有
す
る
と
と
も
に
、「
長
崎
の
警
備
と
北
門
の
鎖
鑰
（
さ
や
く
）
は
守
備
相
応
せ
ざ
る
べ
か

ら
ず
」
と
北
辺
の
経
営
に
も
着
目
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
、

明
治
政
府
は
、
明
治
二(

一
八
六
九)
年
五
月
二
十
一
日
に
は

蝦
夷
開
拓
督
務
に
鍋
島
直
正
を
任
じ
、
翌
日
に
は
そ
の
厚
い

信
任
を
得
て
い
た
島
義
勇
を
は
じ
め
松
浦
武
四
郎
、
岩
村
通

俊
ら
を
蝦
夷
開
拓
御
用
掛
と
し
て
行
政
体
制
を
整
え
た
。
さ

ら
に
、
七
月
八
日
開
拓
使
を
設
置
し
、
七
月
十
三
日
鍋
島
直

正
を
初
代
開
拓
使
長
官
に
、
七
月
二
十
二
日
島
義
勇
を
首
席

開
拓
判
官
に
任
命
し
た
。
ほ
ど
な
く
病
気
と
高
齢
を
理
由
に

辞
職
す
る
鍋
島
直
正
に
代
わ
り
、
東
久
世
通
禧(

み
ち
と
み
、

一
八
三
三
～
一
九
一
二
）
が
第
二
代
長
官
に
就
き
、
北
海
道

開
拓
が
本
格
的
に
始
動
す
る
こ
と
と
な
る
。 

 

こ
の
間
、
首
席
判
官
と
な
っ
た
島
は
明
治
二
年
十
一
月
十

日(

旧
暦
十
月
十
二
日)

現
地
に
赴
任
し
て
本
府
建
設
に
着
手
、
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札幌市史（政治行政篇） 

図 20 島判官 石狩大府指圖 

 

厳
冬
期
に
そ
の
構
想
図
と
し
て
「
石
狩
大
府
指
図
」(

図

20)

、「
石
狩
国
本
府
指
図
」
を
作
成
し
た
。
し
か
し
、
明

治
三(

一
九
七
〇)

年
二
月
十
一
日
召
還
の
命
に
よ
り
離
札
、

わ
ず
か
三
ヶ
月
ほ
ど
の
在
勤
で
あ
っ
た
。
東
久
世
長
官
に

よ
る
場
所
請
負
人
制
度(

蝦
夷
地
各
地
に
「
場
所
」
が
置
か

れ
、
請
負
人
と
称
す
る
商
人
が
す
べ
て
取
り
仕
切
っ
て
い

た)

の
廃
止
問
題
に
関
わ
る
事
情
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

の
ち
に
、
道
内
巡
視
し
た
東
久
世
長
官
は
、
島
の
壮
大
な

計
画
を
目
の
当
た
り
に
し
て
感
嘆
し
、
そ
の
進
展
に
励
む

よ
う
指
示
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
島
の
計
画
は
そ
の

ま
ま
次
の
首
席
判
官
岩
村
通
俊
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。 

東
京
に
召
喚
さ
れ
た
島
は
、
そ
の
後
も
明
治
政
府
内
で

大
学
少
監
、
明
治
天
皇
侍
従
、
初
代
秋
田
県
権
令
に
任
じ

ら
れ
て
い
る
。
明
治
七(

一
八
七
四)

年
四
月
十
三
日
、
武

士
の
一
念
を
貫
き
佐
賀
の
役
で
没
。
五
十
三
歳
で
あ
っ
た
。 

佐
賀
七
賢
人
の
一
人
で
あ
る
。 

 

明
治
二(

一
八
六
九)

年
八
月
十
五
日
蝦
夷
地
は
「
北
海

道
」
と
改
称
さ
れ
、
十
一
国
八
十
六
郡
と
な
っ
た
。
札
幌

へ
の
入
植
は
、
図
21
に
示
す
通
り
慶
応
二(

一
八
六
六)

年

幕
臣
大
友
亀
太
郎
の
札
幌
村
に
は
じ
ま
り
、
明
治
三(

一
八
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図 21 開拓入植のはじまり 

凡例 

〇募民入植の地名 

入植年次、戸数 

●屯田兵入植の地名 

入植年次、戸数 

七
〇)

年
に
は
円
山
、
苗
穂
、
元
村
、
丘
珠
に
募
民
入
植
が
、
ま

た
、
発
寒
に
屯
田
兵
入
植
が
開
拓
に
入
り
、
以
後
琴
似
、
山
鼻

の
屯
田
兵
村
は
明
治
十(

一
八
七
六)

年
ま
で
に
開
村
し
た
。 

一
方
、
明
治
政
府
は
北
海
道
の
開
拓
を
進
め
る
た
め
、
明
治

二(

一
八
六
八)

年
開
拓
使
を
設
置
し
、
そ
れ
を
札
幌
に
置
く
こ

と
と
し
た
。
当
時
は
、
石
狩
低
平
地
中
心
部
唯
一
の
交
易
地
で

あ
っ
た
江
別
が
中
心
集
落
で
あ
り
、
札
幌
は
そ
の
外
郭
地
と
し

て
存
在
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
が
、「
背
後
に
鬱
蒼
た
る
原
生
林

の
藻
岩
山
を
抱
き
、
前
面
に
清
流
豊
平
川
を
構
え
る
荒
涼
た
る

大
平
原
を
供
え
た
大
地
」
と
い
わ
れ
、
札
幌
を
北
海
道
開
拓
の

拠
点
と
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
年
十
月
未
だ
東
京
に
あ
っ
た
開
拓
使
か
ら
札
幌
に
赴
い

た
首
席
判
官
島
義
勇
は
札
幌
市
街
の
区
域
を
概
定
し
、
さ
ら
に

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
か
ら
は
次
の
首
席
判
官
岩
村
通
俊
が

こ
れ
を
継
承
し
て
本
府
の
都
市
計
画
を
進
め
た
。 

そ
の
構
想
は
、
す
で
に
開
削
さ
れ
て
い
た
大
友
堀(

南
三
条
か

ら
北
六
条
の
直
線
部
は
創
成
川
と
し
て
現
存)

を
南
北
方
向
に

伸
び
る
基
線
と
し
て
東
西
に
地
区
を
区
画
し
た
。
ま
た
、
こ
れ

に
直
交
す
る
基
線
と
し
て
火
防
帯
を
配
置
し
た
。
こ
れ
が
今
の

大
通
公
園
で
あ
り
、
市
街
地
を
南
北
に
分
け
て
い
る
。
そ
し
て
、 
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札幌沿革史 

図 22 明治四年及五年札幌市街之図 
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先
ず
今
の
北
四
条
西
一
丁
目
付
近
を
中
心
に
三
百
間(

五
四
五
．
五
メ
ー
ト
ル)

四
方
の
本
府
庁
舎
敷
地
を
置
き
、
そ
の
両
側
に
官
邸
・

学
校
・
病
院
及
び
農
政
・
市
政
・
刑
法
の
諸
役
所
を
配
置
、
さ
ら
に
幅
六
十
間(

実
際
は
五
十
八
間(

一
〇
五
．
五
メ
ー
ト
ル)

)

の
大

通
を
隔
て
て
、
そ
の
南
を
商
業
地
に
割
り
当
て
て
お
り
、
東
は
豊
平
川
、
西
は
円
山
の
麓
に
達
す
る
壮
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

基
線
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
市
街
地
の
区
画
割
は
六
十
間(

一
〇
九
．
一
メ
ー
ト
ル)

四
方
と
し
、
そ
れ
に
十
一
間(

二
〇
．
〇
メ
ー
ト

ル)

幅
の
道
と
六
間(

一
〇
．
九
メ
ー
ト
ル)

幅
の
中
通
り
を
設
け
た
も
の
で
、
碁
盤
目
を
し
た
札
幌
の
街
並
が
こ
こ
に
誕
生
す
る
こ
と

と
な
る
。
最
初
の
区
画
測
設
は
明
治
四(

一
八
七
一)

年
五
月
に
着
手
し
翌
年
完
了
し
て
お
り
、
そ
の
範
囲
は
、
北
は
現
在
の
札
幌
駅

ま
で
、
南
は
南
七
条
の
東
本
願
寺
前
の
道
路
ま
で
、
東
は
東
三
丁
目
ま
で
、
西
は
西
八
丁
目
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
現
在
札
幌
市
街
地

の
中
核
と
な
っ
て
い
る
、
ご
く
限
ら
れ
た
区
域
で
街
づ
く
り
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

東
京
に
あ
っ
た
開
拓
使
庁
は
明
治
四(

一
八
七
一)

年
五
月
こ
の
地
に
移
転
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
豊
平
川
の
扇
状
地
に
拓
か
れ
た
札
幌
市
街
地
は
当
時
、
豊
平
川
の
流
れ
が
分
派
し
た
小
川
や
扇
状
地
の
先
端
付
近
で

湧
水
す
る
「
メ
ム
」(

ア
イ
ヌ
語
で
湧
泉
の
意)

を
水
源
と
す
る
小
川
が
網
の
目
の
様
に
巡
っ
て
い
る
原
野(

茅
野)

で
あ
り
、
豊
か
な

水
量
を
湛
え
、
鬱
蒼
た
る
巨
木
が
繁
っ
て
い
た
。
こ
の
面
影
は
現
在
も
北
大
構
内
や
植
物
園
、
知
事
公
館
に
見
ら
れ
る
が
、
ハ
ル
ニ

レ
、
ド
ロ
ノ
キ
、
タ
モ
な
ど
の
原
生
林
を
伐
り
開
い
て
街
は
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
先
立
つ
区
画
測
設
に
お
い
て
も
、
こ
の

樹
林
を
伐
開
し
な
が
ら
見
通
し
線
を
作
り
、
直
線
の
区
画
線
は
夜
間
測
量
と
し
て
、
提
灯
の
明
り
を
頼
り
に
地
上
に
杭
を
測
設
し
た

と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
最
初
に
区
画
線
を
設
け
た
範
囲
は
図
22
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
開
拓
使
の
本
庁
敷
地
か
ら
大
友
堀
の

間
を
中
心
に
明
治
四(

一
八
七
一)

年
に
測
設
し
、
明
治
五(

一
八
七
二)

年
に
は
そ
の
南
側
と
西
側
に
測
設
し
て
区
画
割
が
完
了
し
て

い
る
。 

な
お
、
当
初
札
幌
の
碁
盤
の
目
に
区
画
さ
れ
た
街
路
に
は
北
海
道
内
の
郡
名
を
付
し
て
い
た
。
開
拓
使
が
お
雇
い
外
国
人
と
し
て

主
に
ア
メ
リ
カ
人
を
招
聘
し
た
こ
と
の
故
か
、
ア
メ
リ
カ
の
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
市
の
そ
れ
に
州
名
を
付
し
て
い
た
こ
と
に
倣
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
市
の
町
名
は
明
治
十
一(

一
八
七
八)

年
に
現
在
の
条
丁
目
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。 
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初
代
首
席
開
拓
判
官
と
な
っ
た
島
義
勇
が
開
拓
三
神
を
背
負
っ
て
、
函
館
か
ら
陸
路
小
樽
市
銭
函
に
つ
い
た
の
は
明
治
二(

一
八
六

八)

年
十
一
月
、
す
で
に
冬
の
季
節
を
迎
え
て
い
た
。
コ
タ
ン
ベ
ツ
の
丘
に
立
っ
て
、
本
府
造
営
の
決
意
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
漢
詩
が

残
さ
れ
て
い
る(

島
義
勇
漢
詩
集
「
北
海
道
紀
行
」)

。 

 
将
に
府
を
開
か
ん
と
し 

地
を
石
狩
国
札
幌
郡
中
に
相
す
、 

賦
し
て
以
て
祝(

い
の)

る 

河
水
遠
流
山
隅
峙 

 
 

河
水
遠
く
流
れ
て 

山
隅
（
す
み
）
に
峙
（
そ
ば
だ
）
つ 

平
原
千
里
地
膏
腴 

 
 

平
原
千
里 

地
は
膏
腴(

こ
う
ゆ)

 

四
通
八
達
宜
開
府 

 
 

四
通
八
達 

宜
し
く
府
を
開
く
べ
し 

他
日
五
州
第
一
都 

 
 

他
日
五
州 

第
一
の
都 

遠
く
河
水
が
ゆ
る
や
か
に
流
れ
、
一
方
の
隅
に
山
が
そ
び
え
て
い
る
。 

ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
平
原
が
千
里
の
彼
方
ま
で
続
き
地
味
は
豊
か
で
あ
る
。 

北
海
道
の
各
地
へ
道
を
通
じ
る
に
便
で
あ
り
、
ま
さ
に
首
府
を
お
く
に
最
適
で
あ
る
。 

い
つ
の
日
か
、
お
そ
ら
く
世
界
第
一
の
大
都
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

札
幌
本
府
の
建
設
は
、
島
の
確
か
な
構
想
と
気
宇
壮
大
な
精
神
と
と
も
に
、
わ
ず
か
在
札
三
ヶ
月
の
間
に
築
い
た
実
務
者
と
の
信

頼
関
係
に
よ
っ
て
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
離
道
し
た
の
ち
も
島
判
官
を
慕
う
人
々
の
手
で
植
え
ら
れ
た
円
山
公
園
の
桜
は
、

今
も
可
憐
な
花
を
咲
か
せ
、
そ
の
生
き
ざ
ま
そ
の
ま
ま
に
潔
く
散
っ
て
い
く
季
節
を
繰
り
返
し
て
幾
星
霜
を
迎
え
て
い
る
。 

恵
ま
れ
た
平
野
に
府
を
開
け
ば
、
い
ず
れ
の
日
に
か
世
界
一
の
都
に
な
る
だ
ろ
う
と
の
島
の
思
い
は
、
明
治
二(

一
八
六
九)

年
和

人
二
戸
七
人
の
当
時
か
ら
引
き
継
が
れ
、
今
や
人
口
百
八
十
万
人
都
市
と
し
て
札
幌
の
街
は
豊
平
川
の
扇
状
地
を
中
心
に
発
展
し
て
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札幌市街地の中心を流れる豊平川 

き
た
。
札
幌
の
地
名
の
起
源
は
「
サ
ッ
・
ポ
ロ
・
ペ
ッ
」(

乾
い

た
・
大
き
な
・
川)

、
す
な
わ
ち
豊
平
川
そ
の
も
の
で
あ
る
。
わ

ず
か
百
五
十
年
足
ら
ず
の
街
づ
く
り
に
は
、
豊
平
川
と
切
っ
て

も
切
れ
な
い
多
く
の
関
わ
り
が
あ
り
、
豊
平
川
は
か
け
が
え
の

な
い
札
幌
の
母
な
る
川
な
の
で
あ
る
。 
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史
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史
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検
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た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
膨
大
な
デ
ー
タ
の
整
理
・
編
集
、
史
料
の
復
刻
、
文
章
の
校
正
・

推
敲
な
ど
全
般
に
わ
た
り
岡
川
央
氏
の
助
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。 

    



 

 

  

 
 

流
域
管
理
研
究
所
叢
書 

豊
平
川
の
治
水
計
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平
成
三
十
一
年
三
月 

企
画
・
編
集 

令
和
元
年
六
月 

第
一
刷
印
刷
・
発
行 

 
 

〔
非
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企
画
・
編
集 

株
式
会
社 

流
域
管
理
研
究
所 

 
 

発
行
所 

株
式
会
社 

流
域
管
理
研
究
所 
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札
幌
市
中
央
区
北
一
条
東
一
丁
目
四
番
一
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サ
ン
経
成
ビ
ル
三
〇
一-

四
号
室 

電
話 

〇
一
一-

二
五
二-

七
四
二
一 


